
辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
郷
紳
の
動
向

四
　
川
　
省
　
南
　
渓
　
県

西

川

正

夫

一
、

二
、

三
、

四
、

は
　
し
　
が
　
き

南
渓
県
郷
紳
の
系
譜

清
末
の

「
局
所
」

辛
亥
革
命
前
後
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（
－
）

　
四

川
省
の
南
渓
県
で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
に
、
五
次
に
わ
た
っ
て
県
志
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
中
、
我

々
が
手
に
し
う
る
同
治
＝
二
年
（
一
八
七
四
年
）
刊
の
『
南
渓
県
志
』
（
以
下
、
同
治
『
南
渓
県
志
」
と
略
称
）
と
民
国
二
一
年
（
一
九

三
二
年
）
刊
の
『
重
修
南
渓
県
志
』
（
以
下
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
と
略
称
）
の
二
種
の
県
志
を
主
要
な
素
材
と
し
て
、
同
県
に
お
け
る

郷
紳
層
の
歴
史
的
変
遷
、
辛
亥
革
命
前
後
の
郷
紳
層
の
動
向
な
ど
を
検
討
し
、
辛
亥
革
命
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
ひ
と

つ
の

手
が
か
り
と
し
た
い
。
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二

　
南
渓
県

は
、
重
慶
の
西
南
約
一
五
〇
キ
ロ
、
揚
子
江
の
上
流
北
岸
に
県
城
が
あ
り
、
富
順
・
江
安
・
長
寧
・
慶
符
・
宜
賓
の
五
県
に
隣

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

接
し
た
小
県
で
あ
る
。
南
渓
県
の
戸
数
は
約
四
万
五
千
戸
、
人
口
は
約
二
五
万
人
で
あ
り
、
人
口
密
度
は
四
川
全
省
の
一
五
九
・
六
人
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

対

し
て
、
南
渓
県
は
二
七
九
・
三
人
と
さ
れ
て
お
り
、
四
川
省
＝
二
五
県
中
の
第
五
〇
位
に
位
置
し
て
い
る
。
人
口
に
対
す
る
農
民
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

率

は
四
川
省
全
省
の
平
均
よ
り
も
や
や
高
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
四
川
省
の
中
で
も
後
進
地
域
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

お
、
清
代
に
お
け
る
南
渓
県
知
県
の
官
敏
は
衝
字
簡
敏
に
属
し
、
民
国
で
の
県
等
は
三
等
県
に
属
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
前
稿
「
四
川
省
南
川
県
」
に
お
い
て
、
一
八
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
光
緒
『
南
川
県
志
』
に
は
南
川
県
を
代
表
す
る
旧
家
・
名
門
と
し

て

周
・
楊
・
章
・
傅
四
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
県
志
編
纂
以
後
に
新
し
い
南
川
県
支
配
階
層
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
支
配
階
層
の

構
成
の
変
化
・
交
替
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
南
渓
県
で
は
、
果
し
て
、
同
様
の
現
象
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
同
治

『
南
渓
県
志
』
と
民
国
『
南
渓
県
志
』
と
に
よ
っ
て
、
南
渓
県
支
配
階
層
の
系
譜
・
構
成
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

　
同
治
『
南
渓
県
志
』
巻
六
　
人
物
志
に
は
、
行
誼
の
項
に
、
轟
希
賢
（
歳
貢
・
一
七
八
〇
年
）
・
郎
汝
瑛
（
挙
人
・
一
七
八
六
年
）
・
韓

　
　
け
　

爾
富
・
包
寛
（
歳
貢
、
孝
廉
方
正
・
一
八
二
三
年
）
・
包
璃
芳
（
監
生
）
の
五
名
、
孝
友
の
項
に
、
何
瑞
図
（
歳
貢
・
康
煕
年
間
）
・
雷
孝

子
・
巫
淑
賢
（
雍
正
年
間
）
・
張
愁
泰
（
歳
貢
・
乾
隆
年
間
）
・
蜜
際
泰
（
庫
生
）
・
葉
居
一
（
孝
廉
方
正
・
一
七
九
六
年
）
　
李
執
中
（
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

貢
）
・
楊
桂
（
障
生
）
・
熊
廷
選
（
痒
生
）
・
蜜
文
俊
（
前
出
蜜
際
泰
の
姪
孫
、
痒
生
）
・
包
学
樫
・
愈
懐
理
（
庫
生
）
・
陳
宝
書
（
恩
貢
）
・

高
明
烈
（
庫
生
）
・
伍
沢
深
・
黄
国
珍
・
包
融
芳
（
歳
貢
・
道
光
年
間
）
・
陳
春
悟
（
歳
貢
・
同
治
年
間
）
・
蒋
文
信
の
一
九
名
、
儒
林
の

項

に
、
程
嘩
（
進
士
・
一
七
四
八
年
）
・
蓼
朝
柱
（
歳
貢
・
一
七
三
四
年
）
・
李
如
椿
（
挙
人
・
一
七
六
二
年
）
・
王
萬
顕
（
副
貢
・
一
七

六
五
年
）
・
税
惟
学
（
恩
貢
・
一
七
八
〇
年
）
・
郭
城
（
挙
人
・
一
七
八
九
年
）
・
江
応
錦
（
挙
人
・
一
七
八
九
年
）
の
七
名
、
文
苑
の
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

に
、
高
松
（
庫
生
）
・
郭
技
和
（
庫
生
）
・
羅
維
静
（
抜
貢
・
一
八
二
五
年
）
・
包
端
（
挙
人
・
一
七
九
八
年
）
・
彦
景
游
（
挙
人
・
一
八
一
九
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富
嵩
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建
よ
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移
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建
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県
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重
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建
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協
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嵩
－
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建
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協
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附
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編
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8
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ユ
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ユ
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汝
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汝
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成
都
農
業
卒

県
実
業
所
所
長

晟

ー
崇
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附
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保
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9
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1
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保

農
業
卒

　

合

実
業
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長

ー
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農
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校
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ー
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－
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綱
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汝
翼庫

生



年
）
・
劉
在
栄
（
挙
人
・
一
八
一
九
年
）
・
轟
廷
壁
（
庫
生
）
・
包
欣
芳
（
進
士
・
一
八
五
三
年
）
の
八
名
、
計
三
九
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
中
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
よ
っ
て
、
清
末
民
国
初
期
に
お
け
る
子
孫
の
消
息
を
確
か
め
う
る
も
の
は
、
包
寛
・
包
璃
芳
・

包
学

嶺
・
包
融
芳
・
包
端
・
包
欣
芳
ら
包
氏
一
族
と
、
張
愁
泰
ら
の
張
氏
一
族
お
よ
び
高
相
・
模
兄
弟
の
子
弟
の
み
で
、
残
り
の
大
多

数
、
三
一
名
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
清
末
民
国
初
期
に
お
け
る
子
孫
の
消
息
が
さ
だ
か
で
は
な
い
。
包
氏
・
張
氏
・
高
氏
の
世
系
・
略
歴

表
を

同
治
・
民
国
の
両
『
南
渓
県
志
』
に
よ
っ
て
構
成
・
表
示
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五
九
頁
、
六
二
頁
、
六
三
頁
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
包
氏
の
場
合
、
包
国
棟
の
代
に
福
建
省
上
杭
県
よ
り
南
渓
県
に
移
住
し
て
き
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
国
棟
は
乾
隆
一
七
年
（
一
七
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

年
）
に
天
上
宮
（
福
建
会
館
）
創
建
の
中
心
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
国
棟
の
子
鴻
は
、
挙
人
の
劉
文
遠
（
一
七
六
〇
年
）
・
李
如
椿
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

七
六
二
年
）
ら
と
と
も
に
乾
隆
二
九
年
（
一
七
六
四
年
）
の
県
城
重
修
に
協
力
し
て
お
り
、
鴻
の
第
四
子
学
嵩
が
生
員
に
な
っ
て
は
じ
め

て

士
籍
に

名
を
列
ね
て
以
来
、
包
氏
は
代
々
挙
人
・
進
士
を
輩
出
し
て
南
渓
県
き
っ
て
の
名
門
に
の
し
上
が
り
、
民
国
期
に
は
烈
文
が
県

団
務
局
長
と
し
て
、
緒
文
が
隆
昌
県
知
事
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
間
包
寛
の
子
融
芳
の
代
に
、
火
事
や
訴
訟
に
ま
き
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

れ

て
、
一
時
、
家
が
没
落
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
南
渓
県
に
移
住
後
、
包
氏
一
族
が
県
志
編
纂
に
関
与
し
て
い
な
い
の
は
道
光
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

年

（
一
八
三
九
年
）
刊
の
第
三
次
編
纂
の
時
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
家
産
が
傾
い
て
い
た
頃
と
、
時
期
的
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
張
氏
の

場
合
、
明
代
に
張
慶
が
湖
北
よ
り
移
住
、
万
歴
年
間
に
挙
人
か
ら
工
部
主
事
と
な
っ
た
張
沖
を
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

明
末
清
初
の
動
乱
を
経
た
後
、
張
翅
・
朝
兄
弟
の
六
子
十
九
孫
の
子
孫
が
十
九
支
の
房
に
分
か
れ
、
乾
隆
の
頃
よ
り
県
有
数
の
富
門
と
な

　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

っ

て
挙
人

な
ど
を
輩
出
、
「
南
渓
氏
族
之
冠
」
と
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
挙
人
（
一
八
七
五
年
）
張
問
翰
は
包
寛
の

外
孫
で
あ
る
。
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高
氏
の
場
合
、
高
模
・
相
兄
弟
の
先
祖
の
事
蹟
は
不
明
で
あ
る
が
、
嘉
慶
一
七
年
（
一
八
一
二
年
）
刊
の
第
二
次
県
志
の
編
纂
に
高
相

・

明
烈
（
模
の
子
）
が
関
与
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
年
）
刊
の
第
四
次
県
志
の
採
訪
に
は
庫
生
瑞
葵
が
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

て

お
り
、
民
国
二
一
年
（
一
九
三
二
年
）
刊
の
第
五
次
県
志
に
も
挙
人
（
一
八
九
七
年
）
高
僖
が
分
纂
に
あ
た
っ
て
い
る
。
な
お
、
瑞
葵

の

父

で
、
成
都
造
幣
廠
経
理
・
南
渓
保
衛
団
総
局
長
に
な
っ
た
高
休
の
祖
父
に
あ
た
る
友
欧
は
、
包
寛
の
女
婿
で
あ
る
。

　
他
方
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
に
登
載
さ
れ
、
清
末
民
国
初
期
に
活
躍
し
て
い
る
百
名
余
り
の
人
物
に
つ
い
て
、
彼

等
の
祖
先
の
消
息
を
検
討
し
て
み
る
と
、
一
八
世
紀
以
前
ま
で
遡
り
う
る
も
の
は
、
前
述
の
包
氏
・
張
氏
の
み
で
あ
り
、
一
九
世
紀
初
頭

ま
で
遡
り
う
る
も
の
は
前
述
の
高
氏
の
他
に
は
つ
ぎ
の
黄
氏
と
萬
氏
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
清
末
の
挙
人
（
一
八
九
一
年
）
で
南
渓
県
勧

学
所
の
視
学
（
一
九
〇
七
年
）
と
な
っ
た
黄
開
第
の
場
合
は
、
祖
父
日
鏡
が
江
西
省
よ
り
入
蜀
、
南
渓
に
薬
騨
を
開
い
て
産
を
な
し
、
田

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

産
を

購
っ
た
後
、
道
光
年
間
に
母
を
江
西
よ
り
迎
え
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
一
九
世
紀
初
頭
に
遡
り
う
る
も
の
の
一
八
世
紀
以
前
か
ら
南

渓
県
に

土
着
の
家
柄
で
は

な
い
。
な
お
、
父
戴
卿
は
医
術
に
通
じ
て
お
り
、
伯
父
戴
元
・
従
兄
弟
開
寅
（
戴
元
の
子
）
は
と
も
に
恩
貢
で

あ
り
、
開
寅
は
黄
開
第
と
一
緒
に
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
分
纂
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
協
修
の
任
に
あ
た
っ
た
萬
定
宜
（
庫
生
）
の
場
合
は
、
曽
祖
父
萬
清
浩
が
道
光
五
年
（
一
八
二
五
年
）
の
抜
貢

で
、
道
光
一
九
年
刊
の
『
南
渓
県
志
』
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
お
り
、
祖
父
萬
牲
は
同
治
年
間
の
歳
貢
、
父
永
祥
も
歳
貢
で
あ
る
。
曽
祖
父

清
浩
の

兄
清
潮
も
道
光
年
間
の
歳
貢
で
あ
り
、
道
光
『
南
渓
県
志
』
の
校
閲
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
萬
清
瀬
・
清
浩
・
清
樹
兄
弟
の
父
は

名
字
・
事
蹟
と
も
に
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
の
包
氏
・
張
氏
・
高
氏
・
黄
氏
・
萬
氏
を
の
ぞ
い
た
百
名
に
近
い
人
々
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
初
頭
以
前
に
遡
っ
て
彼
等
の
祖

先
の
事
蹟
を
確
か
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
主
と
し
て
一
九
世
紀
中
葉
、
と
く
に
同
治
年
間
以
降
に
起
家
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
煩
を

さ
け
る
た
め
に
、
主
要
な
人
物
数
人
に
つ
い
て
、
例
示
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
民
国
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
の
南
渓
県
教
育
局
局
長
で
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
協
修
に
も
あ
た
っ
て
い
る
温
汝
航
（
庫
生
）
の
場
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合
、
父
以
清
は
痒
生
、
四
人
の
伯
父
以
廷
（
痒
生
）
・
以
奎
（
増
貢
）
・
以
恭
（
恩
貢
）
・
以
光
（
痒
生
）
の
う
ち
、
伯
父
以
奎
の
子
汝
部

（痒

生
）
が
貿
易
に
よ
っ
て
家
を
起
し
て
以
来
隆
盛
に
む
か
っ
た
よ
う
で
、
汝
紹
自
身
は
教
育
局
の
前
身
奎
閣
の
局
務
を
管
理
す
る
県
学

斎
長
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伯
父
以
恭
は
虞
生
の
資
格
で
同
治
『
南
渓
県
志
』
の
採
訪
に
あ
た
っ
て
い
る
。
以
廷
ら
五
兄
弟
の
父
興
偉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
あ
　

の

事
蹟
に
つ
い
て
は
、
県
志
に
具
体
的
な
記
述
が
な
く
、
不
明
で
あ
る
。

　
南
渓
県
保
衛
団
総
局
局
長
曽
継
声
の
場
合
、
兄
継
祖
は
庫
生
・
什
那
県
教
諭
、
継
滅
は
序
生
、
継
三
は
監
生
、
継
三
の
子
萬
鋼
は
県
の

教
育
局
局
長
で
、
父
鶴
齢
は
挙
人
（
一
八
七
六
年
）
・
戸
部
郎
中
と
い
う
名
門
で
あ
る
が
、
祖
父
廷
玉
が
商
業
に
よ
っ
て
産
を
な
し
起
家

し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
鶴
齢
の
従
弟
錫
齢
の
子
継
光
は
進
士
（
一
八
九
〇
年
）
、
そ
の
弟
松
齢
は
挙
人
（
一
八
九
三
年
）
で
あ
る
。

　
民
国
三
年
（
一
九
一
四
年
）
の
省
議
会
議
員
・
濾
県
地
方
検
察
庁
検
察
長
・
民
国
『
南
渓
県
志
』
採
訪
王
　
治
や
京
師
地
方
審
判
庁
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

記
王
　
濠

ら
王
氏
の
場
合
は
、
祖
父
家
珍
（
増
貢
）
が
数
万
金
の
産
を
な
し
て
起
家
し
、
伯
父
声
和
が
家
業
を
つ
い
で
か
ら
益
々
繁
盛

し
、
県
の
富
室
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
声
和
は
、
水
陸
交
通
の
要
衝
で
商
業
の
中
心
で
あ
る
李
荘
鎮
の
保
総
を
数
十
年
つ
と
め
、
光
緒

初
年
に
は
知
県
雷
爾
卿
の
命
を
受
け
て
、
水
十
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
清
末
の
四
川
諮
議
局
議
員
・
内
閣
中
書
董
清
峻
（
歳
貢
・
光
緒
年
間
）
、
萬
泉
県
知
事
清
蝶
（
挙
人
・
一
九
〇
三
年
）
、
五
族
共
和
会
幹

事
・
全
川
自
治
会
会
長
清
峰
（
優
貢
・
一
九
〇
九
年
）
、
清
崇
ら
四
兄
弟
の
場
合
も
、
祖
父
に
つ
い
て
は
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
そ
の
名

（
思
孝
）
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
事
蹟
の
説
明
は
な
い
。
父
鎮
は
、
生
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
述
の
よ
う
に
光
緒
一
〇
年
（
一
八
八

四

年
）
以
降
の
歴
代
南
渓
県
知
県
は
施
政
に
あ
た
っ
て
必
ず
彼
に
相
談
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
県
学
斎
長
・
孝
廉
方
正
（
一
九
〇
九
年
）
に

あ
げ
ら
れ
、
富
順
の
人
易
紹
猷
と
と
も
に
南
渓
の
農
業
・
商
業
の
発
展
を
は
か
っ
て
運
河
の
開
馨
を
企
画
し
て
お
り
、
ま
た
挙
人
の
楊
名

鑑
・
曽
鶴
齢
と
と
も
に
団
務
局
・
城
防
局
の
総
辮
を
つ
と
め
て
い
る
。
な
お
、
鎮
の
弟
鑛
（
増
貢
）
は
、
民
国
元
年
（
一
九
＝
一
年
）
の

省
議
会
議
員
で
あ
り
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
分
纂
に
あ
た
っ
て
い
る
。
一
族
の
董
整
は
挙
人
（
一
八
七
〇
年
）
、
整
の
子
清
漉
は
痒
生
、

清
倹

は
初
等
小
学
校
教
師
で
あ
る
が
、
董
整
の
場
合
も
、
祖
父
（
恒
恭
）
・
父
（
思
誠
）
は
名
が
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
事
蹟
は
不
明
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（
2
7
）

で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
し
て
、
董
氏
の
場
合
も
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
董
清
峻
ら
の
祖
父
・
父
の
代
に
産
を
な
し
、
起
家
し

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上

の
、
温
氏
・
曽
氏
・
王
氏
・
董
氏
の
世
系
・
略
歴
表
を
同
治
・
民
国
の
両
『
南
渓
県
志
』
に
よ
っ
て
構
成
・
表
示
す
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
六
七
頁
上
・
下
、
六
八
頁
上
・
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
九
二
七
年
に
南
渓
県
団
務
局
局
長
と
な
っ
た
洪
明
海
、
民
国
元
年
（
一
九
一
二
年
）
の
省
議
会
議
員
・
川
東
省
視
学
洪
明
江
ら
洪
兄

弟
の
場
合
も
、
曽
祖
父
鳳
吉
が
農
業
で
や
や
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
祖
父
文
祖
が
早
世
し
た
あ
と
、
父
有
信
が
農
・
頁
（
商
業
）
に
つ
と
め

て
万
金
に

近
い

産
を
な
し
た
と
い
う
。

　
清
末
の
仙
臨
場
保
総
顧
朝
槙
、
そ
の
弟
で
民
国
期
の
仙
臨
場
保
総
顧
朝
楷
、
民
国
初
年
の
県
議
事
会
副
議
長
・
劉
家
場
団
総
顧
朝
章
、

抜
貢

（

一
九
〇
九
年
）
で
辮
髪
を
理
由
に
民
国
初
期
の
県
議
事
会
議
員
を
辞
退
し
た
顧
朝
洲
ら
を
輩
出
し
て
い
る
顧
氏
一
族
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
顧
朝
槙
の
伝
記
に
、
「
同
治
時
、
顧
氏
以
貴
雄
一
郷
、
比
盧
皆
其
佃
傭
、
」
と
あ
る
も
の
の
、
朝
楷
ら
の
父
・
祖
父
の
世
代
の
事
蹟
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

つ
い

て
の

記
述

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
顧
氏
も
威
豊
・
同
治
の
頃
か
ら
起
家
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
同
じ
く
民
国
初
年
の
県
議
事
会
議
員
で
留
賓
場
の
団
総
に
あ
げ
ら
れ
た
陳
能
抜
の
場
合
も
、
貧
家
に
生
ま
れ
た
父
清
錨
が
、
幼
少
の
頃

よ
り
江
安
県
の
文
泰
順
家
に
傭
わ
れ
て
働
き
、
忠
実
さ
を
認
め
ら
れ
て
家
業
を
ま
か
さ
れ
、
貿
易
に
従
事
、
分
け
前
に
あ
ず
か
っ
て
成
豊

・

同
治
の
頃
に
産
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
以
前
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
三
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
南
渓
県
の
名
士
を
輩
出
し
て
い
る
包
氏
や
張
氏
・
高
氏
な

ど
二
．
三
の
名
門
を
別
と
す
れ
ば
、
同
治
『
南
渓
県
志
』
人
物
志
に
登
載
さ
れ
て
い
る
同
治
以
前
の
南
渓
県
支
配
階
層
の
大
部
分
は
、
そ

の

子
孫
が
清
末
民

国
初
期
に
活
躍
し
て
い
な
い
一
方
、
他
方
で
は
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
み
ら
れ
る
清
末
民
国
初
期
の
南
渓
県
支
配
階
層

に

つ
い

て
、
彼
等
の
先
祖
の
消
息
を
一
九
世
紀
初
頭
以
前
に
ま
で
遡
っ
て
追
跡
す
る
こ
と
は
概
し
て
困
難
で
あ
り
、
南
川
県
の
場
合
ほ
ど

明
瞭
で
は
な
い
に
し
て
も
、
南
渓
県
の
場
合
に
も
、
や
は
り
支
配
階
層
の
構
成
に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
強
“
）
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包
氏
や
張
氏
・
高
氏
な
ど
が
、
そ
の
他
の
氏
族
の
場
合
と
は
軌
を
一
に
せ
ず
、
こ
の
よ
う
に
長
期
的
に
南
渓
県
の
名
門
の
地
位
を
保
持

し
え
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
現
在
の
所
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
記
事
か
ら
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
み
と

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
食
貨
篇
第
四
　
物
産
に
は
、

　

「
浜
江
両
岸
土
宜
種
庶
、
蒸
煉
成
糖
、
運
鎖
各
地
、
父
老
相
伝
、
明
代
無
有
、
清
初
婁
人
遷
来
者
衆
、
始
由
故
郷
摘
種
来
蜀
、
百
年
逓

　
行
、
遂
為
大
宗
、
県
中
富
室
之
戸
、
多
以
製
糖
起
家
、
」

と
あ
り
、
南
渓
県
の
富
室
に
は
製
糖
に
よ
っ
て
産
を
な
し
た
者
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
、
同
書
巻
二
　
財
賦
篇
第
三
　
糖

税
に

よ
れ
ば
、
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
、
漏
棚
（
買
糖
之
戸
）
一
五
八
家
、
糖
房
（
代
摘
糖
戸
）
三
七
二
家
、
産
糖
額
九
七
二

万
勧
に
対
し
て
、
糖
税
毎
勧
銭
四
文
で
総
計
銭
三
八
八
八
〇
釧
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
苛
飲
諌
求
に
よ
り
、
「
糖
区
鋭
減
」
し
、

宣
統
二
年
（
一
九
一
〇
年
）
に
は
、
産
糖
額
五
〇
〇
万
勧
・
糖
税
銭
二
万
釧
に
半
減
、
民
国
五
年
（
一
九
一
六
年
）
に
は
、
漏
棚
三
五
家
、
糖
房
一

四

二
家
、
産
糖
額
三
百
余
万
勧
に
減
少
、
加
う
る
に
こ
の
年
か
ら
税
率
が
毎
勧
銀
四
星
に
改
訂
さ
れ
た
結
果
「
税
率
益
増
、
産
区
日
隣
」
と

い

う
状
態
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
宣
統
二
年
の
産
糖
額
を
基
準
と
し
て
徴
税
が
強
行
さ
れ
た
た
あ
、
「
農
民
不
堪
其
擾
、
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

庶
愈
稀
」
と
な
り
、
産
糖
額
は
二
百
万
勧
に
及
ば
ず
、
光
緒
末
年
に
く
ら
べ
る
と
五
分
の
一
に
激
減
し
た
と
い
う
。
即
ち
、
清
末
民
国
初

期
の
苛
酷
な
糖
税
収
奪
の
結
果
、
漏
棚
・
糖
房
の
砂
糖
業
者
数
、
産
糖
額
と
も
に
激
減
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
製

糖
業
の
没
落
と
前
述
の
南
渓
県
支
配
階
層
の
構
成
の
変
化
と
は
関
連
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、

興
味
を
ひ
か
れ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
南
渓
県
志
』
に
は
、
個
々
の
砂
糖
業
者
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
が
乏
し
い
ば
か
り
で

な
く
、
一
般
に
紳
士
富
室
（
郷
紳
）
の
家
業
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
た
と
え
ば
「
由
商
致
富
」
と
か
「
家
饒
於
財
」
・
「
自
力
於
農
頁
」
と

い
っ

た

抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
解
明
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
不
動
産
売
買
税
で
あ
る
契
税
に
つ
い
て
、
民
国
『
南
渓
県
志
」
巻
二
　
財
賦
篇
第
三
　
契
税
に
は
、
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「
南
渓
契
税
、
清
代
由
知
県
包
収
、
毎
年
解
布
政
使
司
庫
平
銀
六
百
六
十
八
両
七
銭
二
分
五
麓
（
正
税
盈
余
均
在
内
）
、
其
徴
諸
人

　
民
、
同
治
時
、
毎
田
房
価
銀
一
両
、
規
定
庫
平
銀
三
分
二
麓
、
加
中
資
賞
需
実
徴
市
平
銀
三
分
五
麓
、
至
光
緒
初
、
逓
加
至
市
平
銀
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
分
六
麓
（
名
日
印
紅
銀
、
光
緒
時
、
南
渓
田
房
価
額
歳
約
二
十
万
両
、
知
県
侍
此
為
収
入
大
宗
、
」

と
あ
り
、
ま
た
、
周
詞
の
『
蜀
海
叢
談
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
「
（
南
渓
県
知
県
）
契
税
盈
余
約
八
九
千
両
、
」

と
あ
り
、
南
渓
県
に
お
け
る
清
末
の
不
動
産
売
買
は
、
年
額
二
十
万
両
に
達
し
、
布
政
使
司
へ
の
上
納
分
を
の
ぞ
い
て
、
約
八
・
九
千
両

の

契
税
収
入
が

知
県
の
手
元
に
残
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
南
渓
県
の
『
正
糧
』
（
地
丁
銀
）
が
年
六
＝
二
五
両
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

お
し
て
、
不
動
産
売
買
が
毎
年
相
当
な
規
模
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
、
南
渓
県
に
例
外
的
な
現
象
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

例
え
ば
南
川
県
の
場
合
も
、
『
正
糧
』
は
年
二
四
六
一
両
で
、
「
契
税
盈
余
約
三
万
両
」
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
南
渓
県
の
場
合
よ
り
も
、

む

し
ろ
不
動
産
売
買
の
規
模
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
清
末
の
四
川
省
で
不
動
産
売
買
が
異
常
に
大
規
模
に
行
わ
れ
た
の
は
、
主
と
し

て
何
に

由
来
す
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
こ
れ
と
支
配
階
層
の
変
動
と
は
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
末
民
国
初
期
に
活
躍
し
た
新
興
の
南
渓
県
支
配
階
層
の
人
々
に
は
、
そ
の
家
が
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
家
を
お
こ
し
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

代
を
き
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
人
士
篇
に
、
「
以
商
致
富
」
、
「
自
力
於
農
頁
、
益
産
近
万
金
、
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

「
督篇
、
力
耕
稼
、
又
経
営
商
業
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
業
ま
た
は
農
業
．
商
業
兼
業
に
よ
っ
て
産
を
な
し
て
い
る
者

が
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
清
代
中
葉
以
降
、
と
く
に
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
中
国
が
世
界
資
本
主
義
市
場
の
一
環
に
く
み

こ
ま
れ
て
以
来
、
高
品
流
通
が
急
速
に
展
開
し
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
農
村
の
地
主
層
が
土
地
経
営
と
と
も
に
農
村
に
お
け
る
問
屋
的

仲
買
商
・
高
利
貸
商
業
資
本
と
し
て
、
農
村
集
市
市
場
の
支
配
と
独
占
を
は
か
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、

温
汝
禧
の
伝
に
も
、
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「
温
汝
禧
、
字
集
五
、
少
明
習
農
事
、
…
…
中
略
…
…
、
家
歳
収
租
穀
三
百
石
、
晩
年
乃
至
千
五
百
石
、
…
…
中
略
…
…
、
汝
禧
治
田
、

　
農
器
精
良
、
連
檀
充
棟
、
雇
傭
保
数
十
人
、
待
遇
有
恩
礼
、
工
値
飲
食
、
豊
膜
適
恒
、
然
非
義
相
干
、
則
不
少
仮
借
、
故
人
楽
為
用
、
郷

　
民
欝
穀
黍
麦
寂
者
、
先
給
以
半
値
、
至
登
場
、
量
市
価
而
微
増
之
、
人
争
趨
隻
、
居
積
待
価
、
愈
益
富
饒
、
或
叩
其
術
、
汝
禧
日
、
青

　
黄
不
接
之
時
、
郷
民
重
利
借
貸
、
窮
者
益
窮
、
将
成
禍
患
、
吾
散
千
金
以
調
剤
之
、
一
方
銭
幣
流
通
、
則
野
無
餓
婬
、
非
為
沽
名
徹
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
計
也
、
至
市
賎
鷺
貴
、
適
逢
時
耳
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
温
汝
禧
は
地
主
・
仲
買
商
・
高
利
貸
（
予
約
買
付
）
に
よ
っ
て
、
急
速
に
産
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
風

潮
を
背
景
に
、
徐
家
瑞
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
門
聯
も
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

「
徐
家
瑞
、
字
輯
五
、
砒
盧
場
人
、
少
聡
頴
為
文
敏
捷
、
補
邑
庫
膳
生
、
…
…
中
略
…
…
、
尤
喜
清
初
顔
元
・
李
嫌
之
学
、
躬
試
為
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
商
業
、
署
門
聯
云
、
合
士
農
商
以
為
業
、
通
天
地
人
之
謂
儒
、
」

　
即

ち
、
彼
は
士
・
農
・
商
を
三
位
一
体
、
兼
業
し
て
い
る
こ
と
を
、
門
聯
に
誇
ら
か
に
大
書
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
除
家

瑞

は
光
緒
二
四
年
（
一
八
九
八
年
）
の
余
棟
臣
起
義
に
際
し
て
、
砒
盧
場
の
団
総
と
な
り
、
農
民
識
字
の
者
（
無
産
農
民
を
排
除
）
に
よ

っ

て
一
部
隊
を
構
成
し
、
治
安
の
維
持
を
は
か
っ
て
い
る
。

　
次
節
で

は
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
新
興
の
支
配
階
層
の
進
出
と
相
前
後
し
て
、
四
川
省
各
地
に
創
設
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
郷
紳
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
「
局
所
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
嘉
慶
年
間
の
白
蓮
教
徒
の
反
乱
以
降
、
と
く
に
一
九
世
紀
中
葉
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に
始
ま
る
外
国
資
本
主
義
列
強
の
侵
略
の
強
化
、
太
平

天
国
運
動
に
代
表
さ
れ
る
農
民
反
乱
の
激
発
等
に
よ
っ
て
、
清
朝
の
支
配
体
制
は
動
揺
を
き
た
し
、
解
体
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
農
民

戦
争
弾
圧
の
た
め
の
軍
事
費
・
資
本
主
義
列
強
の
中
国
侵
略
に
伴
っ
た
賠
償
金
な
ど
の
費
用
を
、
「
正
糧
」
の
十
数
倍
乃
至
三
十
倍
に
達
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す

る
附
加
税
・
雑
税
の
増
徴
に
よ
っ
て
調
達
し
、
保
甲
・
団
練
の
強
化
に
よ
っ
て
治
安
の
悪
化
に
対
処
し
、
農
村
社
会
の
秩
序
を
維
持
す

る
た
め
に
、
郷
紳
層
の
積
極
的
協
力
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
清
朝
は
、
彼
等
郷
紳
の
財
政
権
・
軍
事
権
へ
の
介
入
を
認
め
ざ
る
を
え
な

く
な
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
四
川
省
で
は
各
州
県
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
「
局
所
」
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
清
末
に
設
け
ら
れ
た
「
局
所
」
に
つ
い
て
の
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
記
述
は
他
の
州
県
の
地
方
志
の
場
合
と
同
様
に
き
わ
め
て

簡
略
で
あ
る
が
、
民
国
『
達
県
志
』
に
は
例
外
的
に
か
な
り
詳
し
い
記
述
が
あ
り
、
清
末
四
川
の
「
局
所
」
の
概
略
を
示
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

で
、
や
や
長
文
で
あ
る
が
参
考
ま
で
に
引
用
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

「
清
、
県
中
設
局
、
自
嘉
慶
初
軍
需
局
始
、
泊
後
成
立
之
局
、
由
県
官
委
紳
士
充
任
、
謂
之
局
士
、
難
無
地
方
自
治
之
名
、
而
有
地

　
方
自
治
之
実
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
其
属
於
地
方
政
者
、
一
日
三
費
局
、
始
威
豊
元
年
、
県
奉
令
彷
江
北
庁
三
費
章
程
、
一
律
興
辮
、
三
費
云
者
、
一
、
典
史
巡
検
緯
捕
費
、

　
一
、
相
験
夫
馬
費
、
一
、
命
案
招
解
費
、
委
五
郷
紳
士
五
人
、
置
書
算
一
人
、
司
事
数
人
、
凡
収
租
売
穀
事
項
支
払
案
務
各
費
、
皆
理
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
後
又
置
総
局
、
首
士
一
人
、
二
日
津
貼
局
、
始
威
豊
四
年
初
、
由
糧
房
兼
収
、
継
委
城
郷
紳
士
二
人
司
之
、
随
糧
徴
収
、
兼
赴
藩
司
報

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
解
。
三
日
損
輸
局
、
始
同
治
三
年
、
委
五
郷
局
士
各
一
人
管
理
、
達
県
明
月
・
翠
屏
占
糧
多
。
又
有
楚
翠
・
著
翠
・
楚
明
月
・
著
明
月

　
之
別
、
著
為
土
著
、
楚
則
湖
広
人
之
隷
籍
者
、
三
郷
各
一
人
、
而
翠
屏
・
明
月
則
各
二
人
、
外
有
管
総
書
算
去
計
九
人
、
収
書
十
二
人
、

　
冬
季
事
況
、
得
添
雇
帯
書
一
人
、
徴
収
不
足
額
、
則
由
局
士
塾
解
、
毎
届
十
一
月
、
由
知
県
帖
請
五
郷
紳
糧
欝
議
、
預
塾
以
銀
交
納
、

　
初
塾
銀
、
照
額
派
五
分
之
三
四
申
解
、
開
徴
損
輸
、
則
在
次
年
三
月
、
民
間
以
銭
上
納
、
塾
戸
毎
塾
銀
百
両
約
収
銭
一
百
九
十
余
千
、
較
之

　
市
価
、
浮
出
銭
六
七
十
千
、
六
月
掃
解
其
銀
、
全
由
局
士
塾
出
、
故
毎
値
塾
損
無
不
争
先
楽
輸
、
以
利
之
所
在
也
、
然
因
局
士
捷
足
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
得
、
外
来
者
毎
多
触
望
、
逮
光
緒
二
十
四
年
、
知
県
陳
錫
曽
限
制
預
塾
取
息
、
月
息
一
五
、
由
是
積
弊
梢
減
、
四
日
鉄
路
租
損
局
、
始
光

　
緒

乙
已
年
、
由
県
委
紳
二
人
辮
理
、
分
郷
徴
収
、
所
設
員
役
、
与
損
輸
局
相
同
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
其
属
於
地
方
学
務
者
、
一
日
賓
興
局
、
局
有
老
賓
興
、
始
清
道
光
時
、
設
首
士
一
人
、
有
新
賓
興
、
始
清
威
豊
時
、
設
首
士
二
人
、
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又
有
復
設
賓
興
、
始
光
緒
時
、
設
首
士
二
人
、
三
年
更
換
、
各
自
為
局
、
二
十
八
年
、
知
県
盧
鼎
智
将
三
局
合
而
為
一
、
僅
留
二
人
管

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

理
。
二
日
学
田
局
、
始
光
緒
十
三
年
開
辮
、
十
七
年
設
立
、
局
士
七
人
、
一
司
管
総
、
一
司
書
算
、
鯨
五
人
由
五
郷
著
籍
紳
士
挙
充
、

凡
支
発
学
署
薪
水
及
門
斗
工
食
院
試
棚
費
冊
費
常
年
収
租
売
穀
等
、
皆
属
之
、
三
年
一
換
、
由
局
内
請
県
署
派
礼
書
兵
書
各
一
名
、
辮
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

文
移
案
件
、
派
差
一
名
、
到
局
聴
事
、
均
酌
給
以
辛
力
工
食
、
三
日
経
費
局
、
先
是
県
書
院
設
斎
長
二
人
、
管
理
款
項
併
支
付
修
伏
、
沿
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

常
例
、
光
緒
二
十
九
年
、
改
設
経
費
局
、
以
団
練
局
士
兼
任
、
不
男
支
薪
、
四
日
学
務
局
、
併
学
田
・
賓
興
・
経
費
三
局
為
学
務
局
、
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

総

理
一
人
、
収
支
二
人
、
文
憤
・
庶
務
各
一
人
、
井
設
書
手
、
五
日
勧
学
所
、
始
光
緒
三
十
二
年
、
就
学
務
局
改
辮
、
設
視
学
一
員
、

勧
学
員
五
人
、
有
文
憤
・
庶
務
・
収
支
・
書
手
等
、
薪
工
皆
有
定
章
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
へ

　
其
属
於
地
方
自
治
者
、
一
日
保
甲
局
、
保
甲
設
局
、
雍
乾
以
前
無
聞
、
嘉
慶
初
、
教
匪
侶
乱
、
奉
令
厳
辮
保
甲
、
乱
平
之
後
、
遂
漸

弛
　
、
威
同
之
際
、
亦
曽
挙
辮
、
以
巻
徴
、
事
不
得
詳
、
光
緒
初
、
設
城
局
、
委
員
二
人
任
之
、
城
分
四
区
、
各
設
保
正
二
人
、
十
家
為

一
牌
、
有
牌
頭
、
十
牌
為
一
甲
、
有
甲
長
、
五
郷
、
毎
場
設
保
正
一
人
、
牌
甲
制
同
、
十
三
年
、
知
県
孫
清
士
奉
札
筋
辮
保
甲
、
分
城
為
一

郷
、
城
内
外
分
区
如
故
、
五
郷
各
場
、
各
挙
保
正
、
皆
用
郷
老
旨
衿
監
、
或
由
県
官
礼
請
、
或
由
紳
衿
挙
充
、
不
限
任
期
、
亦
無
薪
水
、
保

正
之
外
、
有
城
約
・
場
約
・
郷
約
等
名
目
、
城
約
、
或
一
街
設
一
人
、
或
数
街
設
一
人
、
各
従
其
宜
、
無
定
数
、
場
約
・
郷
約
、
毎
場

一
人
、
或
数
人
、
亦
無
定
数
、
其
職
与
保
正
会
同
、
主
理
里
中
獄
訟
、
幹
辮
差
樒
公
事
、
由
各
区
紳
老
臼
公
挙
、
官
為
給
照
、
三
年
期
満
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
へ

男
行
挙
報
、
皆
以
平
民
充
之
、
二
十
年
、
設
団
練
、
与
保
甲
合
併
、
二
日
団
練
局
、
清
嘉
慶
初
、
総
督
勒
保
激
全
蜀
州
県
、
各
辮
郷
団

以
平
乱
、
以
官
督
之
、
事
後
遂
撤
、
道
威
同
光
以
来
、
或
時
挙
時
廃
、
光
緒
二
十
年
、
川
督
鹿
伝
森
以
緑
営
裁
撤
兵
単
、
匪
盗
堪
虞
、

札
飾
州
県
、
欝
款
練
丁
、
設
団
保
局
、
委
局
士
二
人
、
或
四
人
、
綜
理
出
入
、
二
十
五
年
、
知
県
陳
錫
圏
改
団
練
局
、
委
紳
四
人
会
辮
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

五
郷
各
設
団
総
・
団
首
等
、
如
保
甲
制
、
宣
統
元
年
、
裁
団
練
、
帰
警
察
、
三
日
警
察
局
、
始
於
光
緒
三
十
一
年
、
初
任
局
事
者
、
日
局
董
、

旋
称
局
佐
、
又
称
警
長
・
警
務
長
、
有
隊
長
・
区
官
・
巡
官
・
巡
長
等
、
至
於
臨
時
設
置
、
則
有
平
羅
局
、
局
員
無
定
額
、
城
郷
社
倉

・

義
倉
、
均
置
有
社
首
・
倉
董
、
純
尽
義
務
、
然
即
城
中
各
局
局
士
、
前
清
之
季
、
毎
人
月
支
薪
津
、
不
過
制
銭
六
千
文
、
至
団
保
設
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局
、
其
局
士
月
薪
僅
満
十
千
文
、
皆
不
男
支
火
食
、
局
内
職
役
梢
殺
者
、
其
薪
工
各
有
差
、
惟
其
末
年
、
設
学
務
総
理
、
与
警
察
職
員
、
薪

　
津
優
厚
、
此
為
特
別
者
、
」

　
以
上
が
清
末
、
達
県
に
あ
い
つ
い
で
創
設
さ
れ
た
各
「
局
所
」
の
名
称
と
そ
の
構
成
で
あ
る
。
四
川
省
内
で
も
、
州
県
に
よ
っ
て
細
部

に

か
な

り
異
同
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
達
県
の
ば
あ
い
を
省
内
各
州
県
に
そ
の
ま
ま
一
律
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か

し
、
基
本
的
な
点
で
は
ま
ず
大
同
小
異
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
達
県
の

損
輸
局
に
つ
い
て
の
記
述
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
局
に
関
与
し
た
郷
紳
は
苛
損
雑
税
の
徴
収
を
請
負
い
、
立
替
え
て
高
利
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

息

を
む
さ
ぼ
り
、
「
糧
販
」
と
と
も
に
私
腹
を
こ
や
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
た
と
え
ば
、
民
国
『
雲
陽
県
志
』
に
、

　
　

「
故
事
、
毎
歳
秋
初
、
県
令
隷
莚
東
速
城
郷
紳
糧
（
俗
謂
襲
冠
帯
者
為
紳
士
、
有
田
租
者
日
糧
戸
、
統
称
紳
糧
、
）
、
至
官
舎
、
平
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
税
率
銀
価
、
謂
之
議
糧
、
」

と
あ
り
、
民
国
「
南
川
県
志
」
に
、

　
　

「
其
徴
収
法
、
民
間
無
銀
、
許
以
銭
合
価
、
毎
年
春
初
、
知
県
召
集
大
紳
議
価
（
其
初
随
糧
帯
徴
之
費
較
軽
、
而
合
価
特
高
、
当
時

　
市
価
銀
一
両
不
過
一
千
数
百
、
而
糧
銀
合
至
七
千
余
、
官
紳
吏
皆
有
分
潤
、
張
映
南
等
因
此
上
控
、
自
定
案
七
分
五
後
、
不
許
拾
価
、

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

　
明
増
暗
減
、
人
便
民
之
、
然
毎
両
猶
三
千
一
二
百
、
以
備
貼
補
膨
累
）
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
等
は
税
率
・
銀
銭
換
算
率
の
決
定
に
参
与
し
、
そ
れ
ら
の
操
作
に
よ
っ
て
官
・
紳
・
吏
一
体
と
な
っ
て
民
衆
の
膏
血

を
し
ぼ
り
と
っ
た
上
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
、

　
　

「常
・
新
損
輸
共
計
歳
征
銀
三
万
六
千
両
、
均
由
知
県
委
紳
設
局
、
同
津
貼
征
収
、
名
日
津
損
局
、
毎
歳
起
解
後
、
由
知
県
彙
報
、

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
4
2
）

　
勧
損
紳
董
議
技
有
差
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
清
朝
の
賞
功
に
浴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
団
練
局
・
保
甲
局
に
関
与
し
た
団
総
・
保
正
に
つ
い
て
も
、
民
国
『
達
県
志
』
に
、
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「
凡
各
場
鎮
、
皆
有
保
正
・
団
総
、
以
解
排
是
非
、
幹
辮
差
樒
、
光
緒
中
、
県
官
信
任
団
保
、
資
為
耳
目
、
刊
発
図
記
、
遇
盗
窺
之

　

案
、
必
由
団
総
印
図
記
於
牒
、
官
始
准
理
、
寝
仮
而
倉
汗
之
輩
、
侍
図
記
為
護
符
、
御
私
納
賄
、
以
魚
肉
郷
民
、
甚
至
包
撹
詞
訟
、
交
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
書
役
、
流
品
雑
進
、
而
間
里
日
見
疾
苦
　
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
等
は
知
県
よ
り
委
ね
ら
れ
た
図
記
（
印
章
）
を
護
符
に
し
て
、
郷
民
を
食
い
物
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
年
）
、
南
渓
県
内
の
各
場
鎮
に
小
学
校
が
設
け
ら
れ
た
際
、
知
県
の
命
令
に
よ
っ
て
各
場
の
団
総
が

　
　
　
　
　
ゆ
　

学
董
を
兼
任
、
開
校
資
金
の
調
達
・
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
郷
紳
と
団
総
・
学
董
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
南
渓
県
に

も
、
津
指
局
・
酒
税
局
・
鉄
路
租
股
局
・
三
費
局
や
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
年
）
学
務
局
に
統
合
さ
れ
た
奎
閣
・
考
棚

・

賓
興
・
学
田
・
書
院
膏
火
局
、
ま
た
城
守
局
・
警
察
局
・
城
防
局
な
ど
の
各
局
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
設
置
さ
れ
、
郷
紳
が
徴
税
等
々
に
協
力

す
る
と
い
う
形
で
県
政
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
等
郷
紳
の
気
風
に
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
民
国
『
南
渓
県
志
』

巻
四

　
礼
俗
篇
第
八
　
風
俗
　
士
習
に
、

　
　

「
其
為
人
上
者
、
忠
孝
性
成
、
康
済
民
物
、
居
官
奉
法
、
廉
直
不
阿
、
淑
世
淑
身
、
具
有
本
末
、
表
裏
無
瑠
、
誉
満
人
口
、
其
次
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
刻
属
科
名
、
内
行
淳
備
、
不
聞
非
礼
、
不
与
公
務
、
懐
刑
慕
義
、
譲
寵
辞
栄
、
圃
習
拘
城
、
律
身
矩
度
、
又
其
次
者
、
簡
撲
少
文
、
篤

　
守
経
訓
、
身
任
事
畜
、
労
痒
不
疲
、
不
為
福
先
、
不
為
禍
始
、
懐
仁
抱
義
、
波
波
以
終
、
乾
嘉
以
来
之
士
習
、
略
具
於
是
　
、
」

と
記
さ
れ
、
民
国
『
達
県
志
』
巻
九
　
礼
俗
門
　
風
俗
に
、

　
　

「
前
清
以
制
科
取
士
、
端
重
品
行
、
故
出
登
仕
版
者
、
廉
不
澄
技
官
方
、
其
他
緒
紳
先
生
、
連
不
得
志
於
有
司
、
亦
惟
閉
戸
著
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
設
帳
授
徒
、
以
遵
守
臥
碑
為
純
謹
、
以
不
入
官
署
為
清
高
、
以
廊
身
市
檜
為
恥
、
以
結
交
丁
青
為
辱
、
以
詞
訟
刀
筆
為
損
徳
、
以
桃
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
城
閲
為
蕩
検
、
無
不
父
詔
其
子
、
兄
勉
其
弟
、
師
莇
其
友
、
故
俗
日
以
淳
、
至
局
所
紛
設
、
委
紳
充
任
、
必
得
与
長
官
弐
テ
相
周
旋
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
与
門
役
書
吏
相
接
触
、
又
無
論
已
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
臥
碑
の
教
条
を
遵
守
し
、
官
署
に
出
入
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
清
高
と
す
る
郷
紳
の
気
風
が
変
り
、
税
金
の
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請
負
い
等
々
を
通
じ
て
官
・
紳
・
吏
と
も
ど
も
私
腹
を
こ
や
す
な
ど
、
郷
紳
と
清
朝
官
憲
と
の
癒
着
が
強
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
県

官
に
対
す
る
郷
紳
の
立
場
を
た
か
め
、
彼
等
の
発
言
力
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
・
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
南
渓
の

名
門
包
氏
の
一
族
に
属
す
る
包
璃
芳
は
、
家
が
貧
し
か
っ
た
た
め
商
業
に
従
事
し
、
信
義
銭
店
を
経
営
し
て
産
を
な
し
、
監
生

に

な
っ
た
者
で
あ
る
が
、
彼
の
伝
記
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

「
威
豊
九
年
、
濃
匪
囲
技
州
、
知
県
唐
畑
設
城
守
局
、
詮
其
廉
直
不
欺
、
使
主
局
事
、
出
納
数
十
万
銀
、
詑
無
欺
轟
、
桐
敬
重
之
、

　
呼
日
包
二
爺
、
」
（
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
　
賢
良
　
包
橘
芳
）

　
　

「
威
豊
初
、
潰
賊
踊
眠
、
蜀
中
丞
遵
義
唐
公
辮
賊
、
自
南
渓
県
知
県
始
、
而
軍
餉
実
資
於
包
二
爺
、
包
二
爺
者
、
唐
公
敬
公
之
恒
称

　
也
、
唐
公
傭
視
邑
紳
、
独
降
心
於
公
、
以
公
誠
恪
為
郷
里
所
信
響
、
粋
克
辮
万
余
絹
、
碑
始
事
有
飽
騰
之
観
、
偉
　
、
」
（
包
汝
譜
「
堂

　
叔
華
魯
公
家
伝
」
、
前
掲
『
南
渓
文
徴
』
巻
一
所
収
）

　
即

ち
、
包
璃
芳
は
、
威
豊
九
年
（
一
八
五
九
年
）
に
李
永
和
・
藍
朝
鼎
ら
の
率
い
る
反
乱
軍
が
技
州
府
城
を
包
囲
攻
撃
し
南
渓
に
も
危

険
が
迫
っ
た
際
、
県
城
防
衛
の
た
め
の
軍
資
金
を
調
達
し
、
知
県
唐
畑
か
ら
城
守
局
の
董
理
を
委
ね
ら
れ
た
が
、
数
十
万
両
に
及
ぶ
公
金

の

管
理
は
極
め
て
厳
正
で
あ
っ
た
。
日
頃
、
南
渓
の
郷
紳
を
尊
大
に
見
下
し
て
い
た
知
県
の
唐
畑
も
、
こ
の
包
璃
芳
に
対
し
て
は
、
包
二

爺
と
敬
称
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
董
鎮
は
身
分
は
県
学
生
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
県
学
斎
長
と
し
て
「
花
生
市
称
指
」
を
保
管
し
奎
閣
の

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

管
理
運
営
に

あ
た
り
、
ま
た
県
の
河
炊
・
会
府
の
改
修
費
を
管
理
し
、
光
緒
二
四
年
（
一
八
九
八
年
）
の
余
棟
臣
起
義
に
際
し
て
は
挙
人

楊
名
鑑
と
と
も
に
団
務
を
総
辮
し
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
年
）
に
は
孝
廉
方
正
に
あ
げ
ら
れ
、
辛
亥
革
命
に
際
し
て
は
挙
人
曽
鶴
齢
と

と
も
に
城
防
局
総
辮
を
つ
と
め
て
い
る
。
一
介
の
生
員
董
鎮
が
こ
の
よ
う
に
活
躍
で
き
た
の
は
、
長
子
の
董
清
峻
が
諮
議
局
議
員
に
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ば
れ
損
納
に
よ
っ
て
内
閣
中
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
董
家
が
当
時
、
南
渓
県
有
数
の
資
産
家
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
局
紳
董
鎮
の
行
状
に
つ
い
て
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
、
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「
県
中
大
興
革
、
鎮
入
座
、
剖
析
事
理
、
従
容
詳
尽
、
閾
議
俊
癖
、
四
座
傾
服
、
、
自
光
緒
十
年
至
清
末
、
歴
任
県
宰
、
事
無
鍾
細
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
皆
就
諮
而
行
、
鎮
為
政
、
善
持
大
体
、
休
休
有
容
、
奨
抜
芸
能
、
譲
善
隠
悪
、
以
是
人
無
賢
不
肖
、
皆
敬
服
之
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
緒
一
〇
年
（
一
八
八
四
年
）
以
降
の
歴
代
南
渓
県
知
県
は
、
逐
一
董
鎮
に
相
談
し
た
上
で
県
政
を
処
理
し

て
い

る
の
で
あ
り
、
臥
碑
の
教
条
に
し
た
が
え
ば
、
本
来
政
治
に
関
与
す
べ
き
で
な
い
生
員
に
属
す
る
董
鎮
が
、
局
紳
と
し
て
活
躍
、

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
へ

「
為
政
善
持
大
体
、
」
と
あ
る
よ
う
に
為
政
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
右
に

あ
げ
た
包
橘
芳
・
董
鎮
は
、
い
ず
れ
も
南
渓
県
有
数
の
資
産
家
と
し
て
、
そ
の
個
人
的
な
財
力
に
基
づ
い
て
県
政
に
参
与
し
、
権

威
を

高
め
た
も
の
と
も
い
い
う
る
が
、
郷
紳
層
の
い
わ
ば
層
と
し
て
の
権
威
の
向
上
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
事
例
を
あ
げ
る
こ
と

が
で

き
よ
う
。
郡
学
生
員
で
、
城
中
西
保
の
団
総
と
な
っ
た
薫
集
和
に
つ
い
て
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　

「
（
薫
集

和
、
字
厚
生
）
年
二
十
許
、
補
郡
学
生
員
、
家
貧
授
徒
自
給
、
既
乃
歎
日
、
舌
耕
寧
活
賢
豪
者
、
丈
夫
試
試
不
一
第
、
終

　
当
以
他
途
顕
世
、
貴
有
処
嚢
伏
頴
錐
耶
、
遂
任
城
中
西
保
団
総
、
設
茗
蜂
於
上
正
街
、
招
致
紳
士
富
室
劉
光
遠
・
王
金
城
・
張
正
柄
・

　
郷
海
鵬
等
数
十
人
、
入
夜
、
座
客
常
満
、
集
和
陳
述
官
治
張
弛
地
方
利
弊
、
研
究
得
失
、
四
座
傾
聴
、
故
遇
事
、
一
侶
百
和
、
庶
務
畢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
挙
、
県
境
縦
横
百
里
間
、
有
言
薫
厚
生
者
、
輌
皆
知
之
、
南
渓
政
界
中
、
隠
然
若
一
敵
国
　
、
…
…
中
略
…
…
、
民
国
元
年
卒
、
」

　
粛
集
和
は
塾
師
を
つ
と
め
て
生
計
の
資
を
え
て
い
た
が
、
科
挙
を
あ
き
ら
め
、
別
途
の
立
身
を
は
か
っ
て
城
中
西
保
の
団
総
と
な
り
、

茗
騨
（
茶
館
）
を
上
正
街
に
設
け
、
劉
光
遠
・
王
金
城
ら
の
紳
士
・
富
室
数
十
人
を
招
い
て
政
治
の
得
失
を
論
議
し
、
有
事
の
際
に
は
、

「
一
唱
百
和
、
庶
務
畢
挙
、
」
と
い
う
政
治
力
を
発
揮
、
「
南
渓
政
界
中
、
隠
然
如
一
敵
国
　
、
」
と
お
そ
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う

の

で
あ
る
。
著
名
な
資
産
家
の
出
身
で
は
な
か
っ
た
一
介
の
生
員
粛
集
和
も
、
団
総
と
な
り
、
紳
士
・
富
室
（
郷
紳
層
）
を
結
集
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
治
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
郷
紳
層
は
清
朝
の
軍
事
的
・
財
政
的
危
機
に
乗
じ
て
地
方
政
治
に
介
入
、
彼
ら
の
発
言
権
を
た
か
め
て
い
っ
た
が
、
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そ

れ
は

必
ず

し
も
郷
紳
支
配
体
制
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三
　
武
備
篇
第
五
　
保
甲
団
練

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　

「
自
是
（
光
緒
二
十
四
年
、
永
川
余
棟
成
仇
教
、
長
蜜
劉
昏
王
応
之
、
聚
衆
千
人
、
据
安
寧
橋
、
距
県
境
数
里
、
）
以
後
、
寂
南
盗

　
賊
滋
熾
、
斑
掠
時
聞
、
安
靖
地
方
、
非
団
莫
属
、
長
官
以
勤
点
団
為
健
吏
、
紳
董
以
能
辮
団
為
幹
材
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
商
品
流
通
の
展
開
に
対
応
し
士
・
農
・
商
の
三
位
一
体
に
よ
っ
て
農
村
集
市
市
場
を
掌
握
す
る
郷
紳
の
支
配
体
制
は
、

団
練
と
い
う
「
地
主
の
武
装
」
・
「
生
の
暴
力
」
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
う
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
異
民

族
王
朝
清
朝
が
打
倒
さ
れ
、
地
主
・
農
民
間
の
矛
盾
が
前
面
に
で
て
く
る
と
、
深
刻
な
動
揺
を
き
た
す
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
四
川
省
で
は
、
宣
統
三
年
七
月
一
五
日
（
一
九
一
一
年
九
月
七
日
）
、
鉄
道
国
有
反
対
運
動
に
対
す
る
四
川
総
督
趙
爾
豊
の
血
の
弾
圧

を

き
っ
か
け
に
、
各
地
で
保
路
同
志
軍
が
一
斉
に
武
装
蜂
起
し
、
暴
動
は
四
川
全
省
に
拡
が
っ
た
。
南
渓
県
で
も
、
民
国
『
南
渓
県
志
』

巻
三
　
武
備
篇
第
五
　
兵
事
に
、

　
　

「
辛
亥
十
月
、
富
順
人
徐
哲
号
称
保
路
同
志
会
、
率
土
匪
千
余
人
、
囲
城
匝
月
、
演
軍
至
、
乃
解
囲
去
、
自
是
以
後
、
兵
匪
駅
騒
、

　
無
寧
歳
　
、
」

と
あ
り
、
ま
た
同
書
同
巻
の
保
甲
団
練
に
、

　
　

「
宣
統
三
年
九
月
、
同
志
軍
起
、
県
人
挙
辮
城
防
、
公
推
董
鎮
・
曽
鶴
齢
為
総
辮
、
未
匝
月
而
城
囲
、
当
是
時
、
城
防
軍
近
百
人
、
以

　
熊
鏡
澄
・
徐
海
山
・
粛
金
山
為
管
帯
、
倉
卒
応
敵
、
力
不
支
、
居
民
皆
登
陣
守
、
由
是
囲
城
中
先
後
成
軍
者
、
日
商
軍
六
十
人
（
由
商

　
民
醸
資
供
給
）
、
彰
正
統
之
、
日
城
守
軍
六
十
人
（
集
合
県
役
而
成
、
由
官
供
給
）
、
朱
章
・
董
玉
廷
・
李
協
卿
統
之
、
四
門
之
成
軍

　
者
、
東
門
日
子
弟
軍
四
十
人
（
聚
居
民
子
弟
成
之
、
費
自
給
）
、
王
済
民
・
呉
恵
臣
統
之
、
南
門
日
文
明
保
安
軍
（
皆
市
井
窮
民
、
費
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由
募
給
）
、
近
百
人
、
包
玉
航
・
温
毅
三
統
之
、
西
門
日
服
遠
軍
三
十
人
（
与
南
門
同
）
、
薫
伯
耀
統
之
、
北
門
日
自
成
桓
軍
四
十
人
（

　
由
屠
宰
行
辮
理
、
費
自
給
）
、
劉
衛
三
統
之
、
又
調
西
城
外
之
雌
螺
殿
団
、
由
武
生
胡
廷
弼
率
領
入
城
助
守
、
諸
軍
者
、
快
鎗
・
後
瞠

　
毛
工
必
鎗
僅
十
数
支
、
余
皆
便
衣
空
手
、
争
入
軍
火
庫
、
取
刀
又
・
矛
戟
・
拾
砲
・
扉
山
子
母
砲
・
缶
子
砲
以
応
敵
、
城
上
昼
夜
、
轟
然

　
若
雷
、
而
囲
城
者
殆
数
千
人
、
亦
多
便
衣
空
手
、
其
器
械
更
敷
箸
於
城
軍
、
野
掠
而
食
、
鳥
散
而
獣
聚
、
途
月
、
演
軍
至
、
城
囲
解
、

　
諸

軍
解
散
合
併
而
成
新
軍
、
以
徐
海
山
・
包
玉
航
統
之
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
隣
県
富
順
県
の
人
徐
哲
に
率
い
ら
れ
た
同
志
軍
が
県
城
を
包
囲
す
る
こ
と
月
余
に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
対

し
て
、
城
内
で
は
郷
紳
董
鎮
・
曽
鶴
齢
を
総
辮
と
す
る
城
防
局
が
設
け
ら
れ
、
南
渓
県
き
っ
て
の
名
門
包
氏
の
子
弟
包
玉
航
ら
の
率
い
る

守
城
の
諸
軍
（
約
三
百
三
十
名
）
が
郷
紳
た
ち
の
手
で
組
織
さ
れ
、
官
設
の
城
防
軍
（
約
百
名
）
と
協
力
し
て
、
同
志
軍
の
攻
城
に
対
峙

し
て
い
る
。
同
志
軍
は
赤
手
空
拳
よ
く
戦
っ
た
が
、
雲
南
革
命
成
功
後
、
雲
南
都
督
察
鍔
に
よ
っ
て
四
川
に
派
遣
さ
れ
た
演
軍
（
雲
南
援

蜀
軍
）
が
守
城
軍
の
応
援
に
到
来
し
た
た
め
、
や
む
な
く
包
囲
を
解
い
て
退
散
し
た
。

　

こ
の
同
志
軍
の
攻
撃
に
際
し
て
は
、
城
外
鳳
嵐
山
麓
の
孔
子
廟
、
龍
騰
山
麓
の
寄
参
別
錘
・
龍
騰
書
院
が
同
志
軍
の
屯
営
に
使
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

れ
、
た
め
に
い
ず
れ
も
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
城
内
で
は
社
倉
・
常
監
倉
の
倉
米
が
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
食
貨
篇
第
四
に

そ

れ
ぞ
れ
、

　
　

「
（
社
倉
）
宣
統
三
年
、
城
被
囲
、
守
陣
者
無
食
而
諌
、
乃
開
倉
硬
穀
、
日
遍
給
之
、
途
月
幾
耗
其
半
、
」

　
　

「
（常
監
倉
）
宣
統
三
年
、
城
囲
解
後
、
辮
理
善
後
、
動
用
穀
千
余
石
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
放
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歳
貢
生
萬
永
祥
（
抜
貢
萬
清
浩
の
孫
、
歳
貢
牲
の
子
）
の
伝
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
　

「
宣
統

三
年
、
土
匪
匝
城
而
壁
、
城
中
赦
民
衆
、
無
所
猟
食
、
永
祥
憂
之
、
積
修
金
所
得
穀
四
十
余
石
、
悉
用
賑
済
、
衆
心
遂
安
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
個
々
の
郷
紳
の
中
に
も
、
穀
米
の
放
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
清
朝
の
専

売
品
で
あ
っ
た
塩
に
つ
い
て
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
食
貨
篇
第
四
　
食
塩
の
項
に
、
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「
宣
統
時
、
塩
毎
勧
価
値
銭
七
十
二
文
、
辛
亥
秋
冬
、
技
南
匪
擾
、
劔
掠
塩
舟
、
沿
江
賎
隻
、
価
毎
勧
僅
値
銭
三
十
、
」

と
あ
り
、
技
南
（
救
州
府
南
部
）
一
帯
で
は
所
謂
「
匪
」
が
塩
舟
を
掠
奪
し
、
半
値
以
下
の
値
段
で
安
く
売
り
さ
ば
い
た
こ
と
を
伝
え
て

お
り
、
辛
亥
革
命
期
の
当
地
の
「
匪
」
（
保
路
同
志
会
・
「
土
匪
」
）
の
性
格
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

　
保
路
同
志
軍
の
県
城
攻
撃
は
、
南
渓
の
郷
紳
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
、
包
崇
坦
（
歳
貢
包
融
芳
の
孫
、
庫
生
汝
載
の
子
）
・

曽
継
助
（
挙
人
曽
松
齢
の
子
）
・
鍾
朝
照
（
挙
人
）
ら
の
友
人
青
文
玉
は
、
伝
記
に
、

　
　

「清
宣
統
三
年
、
土
匪
囲
城
、
砲
声
四
震
、
城
旦
暮
且
下
、
文
玉
櫻
甚
、
仰
屋
歎
日
、
吾
誠
知
富
不
如
貧
、
貴
不
如
賎
、
生
不
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
死
、
今
果
然
、
因
日
夕
縦
酒
絶
粒
、
不
死
数
日
、
服
鴉
片
死
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
落
城
の
危
機
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
恐
怖
の
あ
ま
り
服
毒
自
殺
を
遂
げ
て
お
り
、
ま
た
砒
盧
場
の
人
漏
宗
藩
は
、

　
　

「
又
有
漏
宗
藩
者
、
砒
盧
場
人
、
課
蒙
自
給
、
辛
亥
十
月
、
匪
縦
横
劔
掠
、
一
夕
数
十
炬
、
呼
喋
過
其
門
、
太
息
日
、
不
意
人
心
敗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
壊
至
此
、
大
乱
将
作
、
吾
不
忍
見
　
、
明
日
解
衣
投
水
而
死
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
世
情
の
不
穏
に
大
乱
を
予
想
し
、
前
途
に
絶
望
し
て
投
身
自
殺
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
南
渓
県
に
の
み
限

ら
れ
た
現
象
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
前
出
の
達
県
に
お
い
て
も
、
サ
鼎
三
（
県
会
副
議
長
）
・
唐
雅
南
（
鮭
工
）
・
李
康
侯
（
孝
義
会
の
首

領
李
紹
伊
の
子
）
ら
の
率
い
る
民
軍
の
県
城
攻
撃
に
直
面
し
て
、
城
内
で
は
局
紳
王
爾
玉
（
抜
貢
）
・
紳
糧
段
眉
卿
（
文
生
）
が
自
殺
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
こ
と
を
、
梅
吉
蓄
の
「
回
憶
辛
亥
革
命
達
県
的
情
景
」
は
伝
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
サ
鼎
三
は
、
達
県
入
城
後
、
た
だ
ち
に
代
理
達

県
正
堂
サ
示

な
る
署
名
の
下
に
民
兵
の
速
か
な
解
散
を
告
示
し
、
旧
清
朝
の
知
県
の
官
輻
に
乗
り
旧
来
ど
お
り
に
供
を
従
え
て
民
軍
兵
士

の

駐
屯
地
を
巡
遊
し
た
た
め
、
清
朝
の
官
吏
と
な
ん
ら
本
質
的
に
変
り
が
な
い
と
し
て
民
兵
の
怒
り
を
ま
ね
き
、
僅
か
半
日
で
失
脚
、
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

半
天
の
異
名
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
辛
亥
革
命
の
影
響
は
、
南
渓
県
郷
紳
の
処
世
態
度
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
董
鎮
は
「
閲
議

俊
舞
」
に
し
て
聞
く
者
を
敬
服
せ
し
め
、
歴
代
の
知
県
も
県
政
処
理
に
当
っ
て
は
一
々
董
鎮
に
相
談
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
董
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鎮
に

つ
い

て
、
伝
記
に
、

　
　

「
（
宣
統
）
三
年
、
土
匪
囲
城
、
城
人
推
鎮
為
城
防
局
総
辮
、
鎮
密
運
方
略
、
内
輯
衆
志
、
外
挫
冠
気
、
卒
能
固
守
待
援
、
危
城
獲

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ロ
　

　
済
、
国
変
後
、
政
局
紛
更
、
朋
憐
落
莫
、
乃
絶
口
時
事
、
如
有
隠
憂
、
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
に
際
し
て
は
城
防
局
の
総
辮
と
し
て
活
躍
し
た
も
の
の
、
革
命
後
は
、
時
事
に
介
入
す
る
の
を
避

け
て
い
る
。
ま
た
、
清
末
、
県
の
要
衝
仙
臨
場
の
保
総
を
つ
と
め
た
顧
朝
槙
に
つ
い
て
、
伝
記
に
は
、

　
　

「
先
輩
賞
其
才
辮
、
挙
為
仙
臨
場
保
総
、
仙
臨
為
県
北
孔
道
、
砒
連
富
順
、
林
箸
遼
茂
、
易
蔵
好
究
、
朝
槙
編
連
保
甲
、
厳
連
坐
之

　
法
、
法
不
姑
貸
、
盗
賊
遠
徒
、
因
以
次
儲
積
穀
、
辮
学
校
、
溶
教
養
之
源
、
…
…
中
略
…
…
、
朝
槙
精
神
満
腹
、
声
宏
而
癖
、
広
座
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
談
、
如
懸
河
注
水
、
纏
纏
不
靖
、
里
閲
関
訟
就
直
、
暁
警
委
曲
、
而
論
断
明
決
、
友
朋
急
難
、
赴
若
飢
渇
、
指
簾
財
力
弗
皿
、
国
変
後
、
郷

　
ヘ
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
俗
大
敵
、
慨
然
謂
、
禍
善
福
淫
、
天
道
乖
蓬
、
塗
決
弗
已
、
浩
却
将
至
、
乃
閉
戸
請
経
、
不
修
人
事
、
有
造
訪
者
、
閉
目
織
口
、
了
不

　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
酬
対
、
（
民
国
）
十
年
乃
卒
、
」

と
あ
る
よ
う
に
、
清
末
に
仙
臨
場
保
総
と
し
て
才
腕
を
発
揮
し
、
時
事
を
論
じ
て
は
懸
河
の
辮
を
ふ
る
っ
た
顧
朝
禎
も
、
辛
亥
革
命
後
は

世
間
と
の
交
渉
を
断
ち
、
災
禍
の
及
ぷ
の
を
さ
け
、
保
身
を
は
か
っ
て
い
る
。

　
清
末
に

宋
家
場
の
保
総
を
つ
と
め
た
張
天
池
に
つ
い
て
も
、
民
国
四
年
（
一
九
一
五
年
）
の
南
渓
県
知
事
鍾
宝
華
の
治
蹟
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

「
宋
家
場
張
天
池
者
、
前
清
保
総
、
頗
持
正
、
為
華
小
所
嫉
、
引
退
力
田
種
桑
、
不
履
城
市
、
宝
華
胎
之
書
日
、
前
道
経
珂
里
、
亟
思

　
一
埜
清
話
、
造
遣
人
問
訊
便
已
、
鴻
飛
冥
冥
、
室
通
人
退
、
帳
網
易
已
、
父
老
苦
盗
賊
、
久
　
、
勢
須
保
伍
連
郷
、
以
治
其
源
、
明
罰

　
勅
法
、
以
善
其
後
、
権
責
専
属
於
守
土
、
而
費
勤
分
寄
於
士
紳
、
澹
台
酸
明
流
風
未
沫
、
雅
不
欲
先
生
為
泄
柳
段
干
之
続
也
、
案
憤
鹿

　
集
、
不
獲
束
吊
邸
園
希
風
問
道
、
特
修
函
勧
駕
、
井
循
例
備
具
公
憤
、
明
知
官
書
敦
促
、
不
可
以
漬
名
賢
、
惟
値
此
水
深
火
熱
之
時
、

　
而

区
区
道
周
秋
杜
之
私
、
当
為
先
生
所
特
許
也
、
天
池
父
正
笏
読
之
、
垂
涕
日
、
賢
宰
下
士
如
此
、
絶
之
、
非
人
情
、
然
一
受
羅
致
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　

能
保
此
後
守
是
邦
者
、
皆
鍾
君
乎
、
且
世
変
方
亟
、
宜
慎
出
処
、
勿
胎
悔
、
天
池
遂
辞
謝
、
」
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と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
張
天
池
も
ま
た
、
鍾
知
事
の
懇
切
な
出
馬
要
請
を
固
辞
し
、
社
会
的
活
動
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

保
身
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
こ
う
し
た
董
鎮
・
顧
朝
槙
・
張
天
池
ら
の
配
慮
は
、
決
し
て
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
。
李
端
場
の
武
挙
人
（
一
八
八
五
年
）
李
進

山
は
、
武
進
士
（
一
八
八
六
年
）
で
広
元
県
守
備
と
な
っ
た
李
萱
堂
の
弟
で
あ
る
が
、
彼
は
、
清
末
、
牟
坪
場
か
ら
隣
県
長
寧
県
の
開
福

寺
・
梅
家
場
に
か
け
て
「
盗
賊
」
が
出
没
し
李
端
場
が
そ
の
根
城
と
さ
れ
る
に
い
た
る
と
、
附
近
の
住
民
を
糾
合
し
て
東
山
寺
団
を
つ
く

り
、
弟
の
武
生
瑞
卿
を
団
総
に
あ
げ
て
、
と
も
に
「
匪
」
の
掃
討
に
あ
た
り
、
彼
等
の
う
ら
み
を
買
っ
て
い
た
が
、
民
国
三
年
（
一
九
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

四

年
）
、
清
明
節
の
墓
参
の
帰
途
に
、
す
き
を
狙
わ
れ
て
「
賊
」
に
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
し
て
、
山
村
鰯
の
団
総
と
し
て
「
匪
」

の
掃
討
で
名
を
あ
げ
た
（
「
殺
匪
有
声
」
）
李
紹
笏
も
、
同
年
九
月
、
家
路
へ
の
帰
途
を
襲
わ
れ
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。
民
国
五
年
に
は
、
宋

家
場
の
人
張
天
象
、
仙
臨
場
団
練
隊
長
粛
芝
富
、
長
興
場
の
武
挙
人
（
一
八
九
七
年
）
羅
貞
邦
、
翌
六
年
に
は
留
賓
場
の
民
団
管
帯
余
泌

之

ら
が
「
匪
」
に
殺
さ
れ
て
お
り
、
翌
七
年
に
は
、
民
国
初
年
の
県
議
事
会
会
員
で
四
年
の
議
会
解
散
後
砒
盧
場
の
団
総
に
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

張
天
鋭
が

「
匪
」
の
怨
を
ま
ね
き
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。

　
南
渓
県
で

は
、
団
防
総
局
・
保
衛
団
総
局
な
ど
時
期
に
よ
っ
て
名
称
に
多
少
の
変
動
が
あ
っ
た
が
、
県
の
団
練
を
統
轄
す
る
団
練
総
局

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
郷
紳
た
ち
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
て
い
た
。
光
緒
二
四
年
の
余
棟
臣
起
義
に
隣
県
長
寧
県
の
劉
昏
王
が
呼
応
、
衆
千
人

を

あ
つ
め
て
県
境
の
安
寧
橋
に
よ
っ
た
際
、
董
鎮
・
楊
名
鑑
（
挙
人
）
が
団
務
の
総
辮
に
当
た
っ
た
後
、
前
述
の
よ
う
に
、
宣
統
三
年
に

は
董
鎮
・
曽
鶴
齢
が
城
防
局
の
総
辮
と
し
て
活
躍
し
た
。
辛
亥
革
命
後
、
民
国
元
年
十
月
に
団
練
総
局
が
置
か
れ
た
が
、
蜀
軍
政
府
に
よ

っ

て
軍
務
長
に

委
任

さ
れ
た
張
学
鈎
（
武
生
、
清
末
の
濾
州
都
司
、
前
述
張
氏
の
一
族
）
と
何
械
（
挙
人
・
一
九
〇
二
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ

正
・
副
局
長
に
選
ば
れ
、
何
械
の
辞
職
後
は
包
玉
航
が
副
局
長
に
就
任
、
翌
二
年
九
月
に
は
包
玉
航
が
正
局
長
に
な
り
、
翌
三
年
十
月
に

張
学
鉤
が
正
局
長
兼
警
備
隊
長
に
復
帰
、
同
五
年
護
国
軍
起
義
の
折
、
張
学
鈎
が
職
を
去
り
、
再
び
包
玉
航
が
正
局
長
に
就
任
し
た
。
こ

の
南
渓
県
団
練
局
長
包
玉
航
は
、
翌
六
年
七
月
練
丁
を
率
い
て
留
賓
場
へ
「
土
匪
」
掃
討
に
む
か
う
途
中
を
迎
え
撃
た
れ
、
逆
に
捕
虜
と
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な
り
、
そ
の
あ
げ
く
同
月
十
六
日
夜
に
は
、
数
百
名
の
「
匪
」
が
県
城
に
押
し
入
り
、
監
獄
を
や
ぷ
り
辛
亥
革
命
の
際
県
城
防
衛
に
功
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
燕
国
恩
（
名
医
燕
蘭
・
楷
兄
弟
の
子
）
を
は
じ
め
と
す
る
紳
商
数
十
人
を
捕
虜
に
し
て
引
き
揚
げ
て
い
る
。
そ
の

後
の
南
渓
県
の
状
況
に
つ
い
て
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三
　
武
備
篇
第
五
　
保
甲
団
練
に
は
、

　
　

「
而
城
以
外
、
則
東
西
北
三
面
倫
為
匪
窟
、
知
事
号
令
不
出
国
門
、
郷
村
均
被
斑
、
団
民
之
嫌
於
匪
者
、
或
死
或
逃
、
農
人
挙
家
棄

　
田
盧
、
遷
城
避
難
、
其
余
或
傾
貴
以
贋
命
、
或
戴
賊
以
自
豪
、
而
焚
殺
携
掠
之
禍
、
伍
不
能
免
、
」

と
あ
り
、
郷
紳
支
配
体
制
が
深
刻
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
そ

の

後
、
同
年
十
月
に
は
挙
人
曽
鶴
齢
の
子
継
声
を
局
長
に
し
て
団
練
の
再
建
が
は
か
ら
れ
、
翌
七
年
「
匪
勢
狙
狐
」
を
き
わ
め
た
の

で
、
宜
南
警
備
司
令
部
が
設
け
ら
れ
、
司
令
官
に
張
学
鈎
、
副
司
令
官
兼
第
一
営
営
長
に
曽
継
声
、
第
二
営
営
長
に
劉
景
光
（
県
立
高
等

小
学
校
校
長
）
、
第
三
営
営
長
に
毛
継
亨
（
炭
鉱
主
、
民
国
初
期
の
県
議
事
会
議
員
、
県
北
区
団
総
）
、
第
四
営
営
長
に
張
学
房
（
李
荘
鎮
第

六
団
総
）
、
第
五
営
営
長
に
曽
憲
彬
（
恩
貢
・
県
議
事
会
議
員
曽
昭
頴
の
子
、
第
五
区
区
団
総
、
第
十
八
区
区
立
小
学
校
校
長
）
が
そ
れ
ぞ

れ
就
任

し
た
。
七
月
に
は
漠
軍
が
大
挙
し
て
来
県
、
「
清
郷
」
し
た
後
、
後
に
人
民
解
放
軍
育
て
の
親
と
な
っ
た
朱
徳
が
演
軍
の
旅
長
と

　
　
　
　
　
　

し
て
来
駐
、
雲
南
の
人
謹
善
洋
を
県
知
事
に
任
命
し
て
、
宜
南
警
備
司
令
部
を
郷
兵
五
営
に
改
編
し
、
張
学
均
を
督
辮
と
し
、
団
防
総
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

を

保
衛
団
総
局
に

改
め

て
曽
継
声
・
包
窪
（
前
述
包
氏
一
族
）
に
主
宰
さ
せ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
幾
多
の
曲
折
を
へ
て
、
民
国
一
七
年
（
一
九
二
八
年
）
に
な
る
と
、
「
共
党
」
（
共
産
党
）
が
農
民
協
会
の
下
に
「
郷
愚
」
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

盲
従
景
附
徒
党
」
を
組
織
し
、
「
煙
苗
損
」
・
「
印
花
税
」
に
反
対
し
て
い
た
が
、
閏
二
月
十
七
日
牟
坪
場
に
蜂
起
し
、
時
の
南
渓
県
団
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

局
長
洪
明
海
・
川
東
省
視
学
洪
明
江
（
民
国
元
年
四
川
省
議
会
議
員
）
兄
弟
の
父
洪
有
信
と
有
信
の
孫
丞
徳
を
殺
害
す
る
と
、
翌
日
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宋
家
場
の
民
団
が
隊
長
李
某
を
殺
し
て
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
こ
れ
に
響
応
、
さ
ら
に
二
十
日
に
は
「
外
東
土
匪
」
が
仙
臨
場
に
至
り
団
総

顧
朝
楷
（
前
述
顧
朝
槙
の
弟
）
と
従
子
の
仙
臨
場
団
局
書
記
顧
廷
佑
（
技
州
中
学
卒
、
元
城
外
西
保
団
総
）
を
殺
害
し
て
合
流
し
て
い

　　
　

る
。
こ
う
し
て
「
地
主
の
武
装
」
と
い
わ
れ
る
民
団
が
、
共
産
党
の
影
響
の
下
、
郷
紳
地
主
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
郷
紳
た
ち
に
「
民
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れ
　

団
之
不
足
侍
」
る
こ
と
を
示
し
て
、
「
全
県
震
動
」
せ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

〔補
〕
前
述
の
よ
う
に
、
雲
南
革
命
成
功
後
、
雲
南
都
督
察
鍔
が
四
川
革
命
支
援
と
い
う
こ
と
で
派
遣
し
た
演
軍
が
、
南
渓
県
城
を
攻
撃

す
る
同
志
軍
を
支
援
し
な
い
で
、
県
城
防
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
郷
紳
た
ち
を
支
援
し
た
た
め
、
同
志
軍
は
や
む
な
く
県
城
の
包
囲
を
と
い

て
退
散
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
漠
軍
が
四
川
革
命
を
推
進
し
た
同
志
軍
と
敵
対
し
た
事
態
は
、
四
川
の
各
地
に
起
っ
て

い
る
。

〈
絞

州
府
V
一
九
一
一
年
一
二
月
五
日
、
同
志
軍
の
胡
重
義
・
羅
梓
舟
・
官
聯
升
ら
は
、
同
盟
会
の
李
貞
白
・
曽
駿
声
・
周
子
荘
ら
の
仲

介
で
清
朝
の
技
州
府
知
府
陳
周
礼
を
都
督
と
し
て
川
南
軍
政
府
を
建
立
し
た
が
、
謝
汝
翼
ら
に
率
い
ら
れ
た
濃
軍
は
、
目
的
は
北
伐
に
あ

り
、
地
方
政
治
に
は
干
渉
し
な
い
と
い
う
宣
言
を
反
故
に
し
て
、
十
二
月
二
一
日
夜
半
突
如
同
志
軍
に
攻
撃
を
か
け
、
胡
重
義
の
率
い
る

同
志
軍
二
万
人
を
撃
破
し
、
同
志
軍
標
統
官
聯
升
・
川
南
軍
政
府
軍
政
部
長
劉
履
階
を
殺
害
、
川
南
軍
政
府
参
謀
長
曽
駿
声
を
逮
捕
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

謝
汝
翼
の
率
い
る
梯
団
の
書
記
彰
和
叔
を
宜
賓
県
知
事
に
任
命
し
て
、
叙
城
の
軍
・
民
・
財
政
権
を
一
手
に
掌
握
し
た
。

〈
富
順
県
V
張
桂
山
は
、
一
八
九
八
年
の
余
棟
臣
起
義
に
参
加
、
余
棟
臣
ら
の
投
降
後
も
清
朝
へ
の
帰
順
を
拒
否
し
て
山
中
で
ゲ
リ
ラ
活

動
を
つ
づ
け
て
い
た
が
、
一
九
一
一
年
、
同
志
軍
の
蜂
起
に
呼
応
し
て
下
山
、
同
志
軍
の
一
部
将
と
し
て
活
躍
し
た
。
こ
の
張
桂
山
や
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

盟
会
員
の

富
順
県
司
令
萢
華
斎
ら
の
率
い
る
同
志
軍
一
万
余
人
が
、
濃
軍
に
よ
っ
て
武
装
解
除
さ
れ
、
張
・
萢
は
殺
害
さ
れ
た
。

〈
自
流
井
V
耶
州
巡
防
営
書
記
周
鴻
勲
は
、
清
末
、
同
盟
会
に
入
会
、
寄
老
会
を
通
じ
て
同
営
の
士
兵
二
百
余
人
を
組
織
し
て
い
た
が
、

同
志
軍
に
呼
応
し
て
蜂
起
し
、
各
地
を
転
戦
奮
闘
し
て
い
た
。
彼
も
ま
た
、
自
流
井
・
自
貢
の
紳
商
層
の
依
頼
を
う
け
た
潰
軍
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

殺
害
さ
れ
て
い
る
。

〈
合
江
県

V
叙
永
県
の
名
門
の
子
弟
黄
方
（
黄
家
は
興
隆
場
の
場
主
と
い
わ
れ
る
。
兄
尊
瑞
は
挙
人
、
凌
雲
県
な
ど
の
知
県
を
歴
任
）
は

川
南
師
範
在
学
中
に
同
盟
会
に
加
盟
、
光
緒
三
三
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
同
盟
会
員
楊
維
ら
と
成
都
で
武
装
蜂
起
を
謀
っ
て
逮
捕
・
投
獄

さ
れ
た
が
、
成
都
の
革
命
に
よ
っ
て
出
獄
し
、
川
南
総
司
令
と
し
て
濾
州
に
赴
任
し
た
。
時
に
、
濾
州
府
属
の
合
江
県
で
は
県
城
が
ニ
カ



月
余
り
に
わ
た
っ
て
同
志
軍
に
包
囲
さ
れ
て
い
た
が
、
清
朝
の
県
令
黄
嫡
愛
は
黄
方
を
迎
え
入
れ
て
投
降
、
開
城
し
た
。
黄
方
が
合
江
県

の

接
収
を
お
え
て
濾
州
に
戻
る
途
中
、
黄
方
と
同
じ
く
同
盟
会
員
の
黄
子
和
大
隊
長
の
率
い
る
潰
軍
が
、
攻
撃
を
し
か
け
、
黄
方
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
下
を
殺
害
し
た
。
こ
れ
は
、
合
江
城
内
に
あ
っ
た
塩
税
三
十
余
万
両
の
奪
取
が
目
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
黄
子
和
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

李
侃
桁
の

「
随
唐
継
尭
入
鷲
憶
事
五
則
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
革
命
支
援
と
い
う
名
目
で
貴
州
に
派
遣
さ
れ
た
援
驚
演
軍
に
合
流
す
る

た

め
、
四
川
よ
り
貴
州
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の
途
中
、
部
下
に
刺
殺
さ
れ
て
い
る
。
行
軍
中
、
黄
子
和
が
運
ば
せ
て
い
た
銀
は
五
十
両
・

十
両
・
五
両
の
高
額
の
銀
塊
ば
か
り
で
途
中
で
小
銭
に
く
ず
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
部
下
へ
の
給
与
の
支
給
が
と
ど
こ
お
り
、

多
額
の
軍
資
金
を
黄
子
和
が
一
人
じ
め
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
・
不
満
を
招
い
た
た
め
だ
と
い
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
援
蜀
潰
軍
に
よ
り
四
川
各
地
で
四
川
革
命
を
推
進
し
た
人
々
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
潰
軍
側
の
主
張
に
従
え
ば
、
殺

害

さ
れ
た
人
々
は
い
ず
れ
も
同
志
軍
に
名
を
か
り
て
乱
暴
掠
奪
を
は
た
ら
い
た
「
匪
」
・
「
民
賊
」
で
あ
り
、
演
軍
は
「
除
暴
安
民
」
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
漠
軍
の
主
張
す
る
よ
う
な
現
象
が
、
同
志
軍
の
中
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か

し
、
演
軍
は
貴
州
省
で
も
、
自
治
学
社
（
革
命
派
）
の
人
々
が
革
命
に
成
功
し
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
憲
政
会
（
改
良

派
）
を
支
援
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
強
行
し
、
自
治
学
社
系
の
人
々
を
多
数
殺
害
、
改
良
派
が
旧
勢
力
と
と
も
に
権
力
を
掌
握
す
る
の
を
た

　
　
　
　
　
び

す
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
漠
軍
の
四
川
・
貴
州
両
省
に
お
け
る
行
動
は
、
偶
発
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
濃
軍
の
本
質
的
な
性
格
を
反
映
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
、
後
の
護
国
軍
起
義
を
評
価
す
る
上
で
も
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た

め
て
検
討
し
た
い
。

85
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註

1
　
県
志
の
編
纂
年
次
と
、
編
纂
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
の
姓
名
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
次
、
康
煕
二
五
年
（
一
七
一
八
年
）

第
二
次
、
嘉
慶
一
七
年
（
一
八
＝
一
年
）

第
三
次
　
道
光
一
九
年
（
一
八
三
九
年
）

第
四
次

同
治
二
二
年
（
一
八
七
四
年
）

第
五
次
　
民
国
一
＝
年
（
一
九
三
二
年
）

纂
修
　
王
大
験
（
知
県
）

纂
修
　
胡
之
富
（
知
県
）

協
修

李
映
瀾
（
教
諭
）
、
郭
士
坑
（
訓
導
）

編
輯
包
字
（
挙
人
）
、
韓
国
琳
（
貢
生
）
楊
提
（
増
貢
生
）

分
採
生
員
　
包
　
寛
、
羅
仕
輔
、
楊
清
華
、
郵
邦
顕
、
磨
異
游
、
郭
錦
堂
、
高
明
烈

督
刊
　
朱
大
理
（
典
史
）

監
理

高

相
（
監
生
）

増
修
総
纂
　
翁
紹
海
（
知
県
）

協
理
　
鞠
汝
欽

（教
諭
）
、
郵
雲
従
（
訓
導
）

編
輯

蜜
興
俊
（
歳
貢
生
）
、
楊
理
（
副
貢
生
）

校
閲
萬
清
潮
（
庫
生
）
、
巫
　
峻
（
庫
生
）
、
陳
継
助
（
附
生
）
、
郵
芝
山
（
附
生
）
、

　
　
　
邸
世
俊
（
附
生
）
、
林
秀
蔚
（
附
生
）

督採絵繕校督協纂総督
修訪図稿閲刊理修纂刊

郡
邦
直
（
附
生
）
、

巫
紹
沫
、
王
席
琳
、
郭
錦
箋
（
倶
監
生
）

福

倫

（知
県
）

胡
元
翔
（
漸
江
山
陰
　
監
生
）
、
唐
硫
彫
（
江
蘇
上
元
　
附
貢
生
）

段
成
章

（教
諭
）
、
衛
閑
道
（
訓
導
）

魯
　
棋
（
典
史
）
、
戴
玉
栄
（
汎
防
）

黄
柄
章
（
歳
貢
生
）
、
王
家
賓
（
附
生
）

劉
輔
臣

陳
　
澄
（
附
生
）

包
本
芳

（増
貢
生
）
、
高
瑞
葵
（
庫
生
）
、
温
以
恭
（
庫
生
）
、
包
汝
雲
（
増
貢
生
）

李
凌
胃
（
知
事
）
、
傅
春
森
（
知
事
）
、
楽
九
成
（
県
長
）
、
陳
楚
湘
（
県
長
）
、
費
遇
舜
（
県
長
）
、
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左
勲
猷
（
県
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
修
　
鍾
朝
照
（
挙
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
協
修
　
温
汝
航
（
庫
生
）
、
萬
定
宜
（
庫
生
）
、
郭
選
芳
（
増
貢
生
、
日
本
宏
文
師
範
卒
、
理
化
府
知
事
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
纂
　
黄
開
寅
（
恩
貢
生
）
、
黄
開
第
（
挙
人
）
、
高
　
僖
（
挙
人
）
、
王
建
業
（
歳
貢
生
）
、
董
　
鋳
（
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貢
生
）
、
羅
紹
献
（
増
貢
生
）
、
瀟
集
桑
（
庫
生
）
、
包
湛
文
（
増
貢
生
）
、
欧
陽
家
彦
（
増
貢
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
採
訪
　
王
良
鎮
（
一
区
）
、
王
立
生
、
陳
元
卿
、
李
登
第
、
熊
厚
堂
、
周
　
現
（
歳
貢
生
）
、
蒋
伯
縦
、
顧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斐
然
（
二
区
）
、
林
樹
人
、
唐
悼
雲
、
龍
成
九
、
趙
雲
醸
、
周
貞
臣
（
三
区
）
、
王
　
治
（
痒
生
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

張
維
藩
、
胡
抜
奇
、
漏
家
眠
（
摩
生
）
、
張
富
文
（
摩
生
）
、
張
正
珪
（
増
貢
生
）
、
雷
峻
昭
（
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
）
、
曽
憲
彬
（
痒
生
）
、
周
明
五
、
膠
良
臣
、
趙
通
洲
、
除
武
昭
、
李
香
樹
（
五
区
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
　
黄
哲
修

（四
川
通
省
師
範
卒
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
印
　
周
錬
臣
、
闘
舜
臣
、
膠
穂
恰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

校
対
　
謝
江
銘

　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
六
附
修
志
人
員
姓
名
表
に
よ
る
。

2
　
鄭
励
倹
編
著
『
四
川
新
地
誌
』
（
正
中
書
局
、
一
九
四
六
年
）
三
ー
一
〇
頁
所
載
の
「
表
一
　
四
川
各
県
面
積
・
人
口
・
密
度
・
県
等
」
に
よ
れ
ば

　
南
渓
県
の
面
積
は
九
五
七
平
方
粁
で
あ
り
、
四
川
省
＝
二
五
県
の
中
、
広
い
方
か
ら
第
一
〇
三
位
で
あ
る
。

3
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
食
貨
篇
第
四
近
三
百
年
民
生
消
長
状
況
「
表
一
　
近
三
百
年
戸
数
比
較
」
に
よ
れ
ば
、
同
治
＝
二
年
（
一
八
七
四
年
）

　
三
五
七
五
八
戸
、
民
国
五
年
（
一
九
一
六
年
）
五
七
七
五
七
戸
、
民
国
二
〇
年
（
一
九
三
一
年
）
三
六
五
四
〇
戸
。
四
川
省
政
府
建
設
庁
調
査
に
よ
れ

　
ば
、
四
五
八
九
一
戸
（
張
肖
梅
『
四
川
経
済
参
考
資
料
』
第
二
章
　
人
口
　
B
二
頁
、
一
九
三
九
年
）
、
四
川
省
政
府
民
政
庁
調
査
に
よ
れ
ば
、
四
六

　
二
九
八
戸
（
張
肖
梅
前
掲
書
B
八
頁
）

4
　
前
掲
民
国
『
南
渓
県
志
』
の
「
表
二
　
近
百
余
年
丁
口
比
較
」
に
よ
れ
ば
、
同
治
＝
二
年
一
＝
二
九
三
九
人
、
民
国
五
年
三
一
五
四
五
九
人
、
民
国

　
二
〇
年
二
五
九
五
七
三
人
。
四
川
省
政
府
建
設
庁
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
五
五
二
〇
七
人
（
張
肖
梅
前
掲
書
B
二
頁
）
、
四
川
省
政
府
民
政
庁
調
査
に
よ

れ
ば
、
二
五
六
一
二
七
人
（
張
肖
梅
前
掲
書
B
八
頁
）
。
前
掲
『
四
川
新
地
誌
』
五
頁
に
よ
れ
ば
二
六
七
三
四
六
人
で
あ
る
。

5
　
前
掲
『
四
川
新
地
誌
』
三
ー
一
〇
頁
所
載
の
「
表
一
　
四
川
各
県
面
積
・
人
口
・
密
度
・
県
等
」
に
よ
る
。
前
掲
『
四
川
経
済
参
考
資
料
』
第
一
章

土
地
の

「
四
川
省
各
県
土
地
・
面
積
及
人
ロ
密
度
統
計
表
」
（
A
一
ー
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
南
渓
県
の
人
口
密
度
は
二
六
六
・
六
七
人
で
あ
り
、
四
川
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省
第
一
六
区
ま
で
の
＝
二
四
県
の
中
、
第
五
四
位
で
あ
る
。

6
　
前
掲
「
四
川
経
済
参
考
資
料
』
所
載
の
「
川
省
農
民
人
口
歴
次
調
査
」
（
B
八
頁
）

　
　
　
　
四
川
省
農
戸
及
農
民
人
口
歴
次
調
査
統
計
表

民
国
七
年
農
商
部
総
計

中
国
農
村
資
料

　
　

（民
国
二
二
年
）

二

二

年

以

後

南
京

国
民
政
府
調
査

調
査
数

佑
全
国

調
査
数

佑
全
国

調
査
数

佑
全
国

　
　
人
　
　
　
口

五
二
、
〇
六
三
、
○
○
○

　
　
第
一
位

四
七
、
二
六
三
、
五
三
八

　
　
第
一
位

四
七
、
九
九
二
、
二
八
二

　
　
第
一
位

に

よ
れ
ば
、
四
川
省
の
農
民
人
口
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

農
　
　
　
戸

三
、
〇
六
八
、
○
○
○

　
第
三
位

四
、
九
七
五
、
二
五
二

第
四
位

同
書
所
載
の
四
川
省
政
府
建
設
庁
調
査
に
よ
れ
ば
、
四
川
全
省
と
南
渓
県
の
農
戸
数
、
農
民
数
、
人
ロ
、

　
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
戸
数
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
民
数
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
　
口
②
　
　
　
農
民
佑
人
口
百
分
率

南

渓
県
　
　
　
三
六
、
七
＝
二
　
　
　
一
九
一
、
四
四
七
　
　
　

二
五

五
、
二
〇
七
　
　
　
七
五
・
〇

　
四
　
川
　
省
　
　
　
六
、
三
九
七
、
一
六
二
　
　
　
　
三
四
、
二
二
五
、
八
五
四
　
　
　
　
四
九
、
三
〇
〇
、
七
七
一
　
　
　
　
　
　
六
九
・
四

　
　
　
　
　
　
　
　

①
　
四
川
省
政
府
建
設
庁
調
査
各
県
農
戸
及
農
民
人
口
統
計
表
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

②

〃

　

川
省
各
県
戸
口
数
目
統
計
表
に
よ
る
。

7
　
周
詞
『
蜀
海
叢
談
』
巻
一
　
制
度
類
上
　
各
庁
州
県

8
　
前
掲
『
四
川
新
地
誌
』
五
頁

9
　
『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
史
学
編
第
一
＝
号
所
載

10
　
同
治
『
南
渓
県
志
』
の
人
物
志
に
は
、
本
文
に
あ
げ
た
行
誼
・
孝
弟
・
儒
林
・
文
苑
の
各
項
目
の
外
に
、
官
績
・
忠
義
・
割
股
・
大
年
・
寿
婦
・
義

夫
・
仙
釈
・
流
寓
の
各
項
が
あ
る
。
宙
績
の
項
に
登
載
さ
れ
て
い
る
の
は
七
名
と
も
明
代
の
人
物
で
あ
り
、
清
代
の
人
物
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
忠
義

　
の
項
に
登
載
さ
れ
て
い
る
清
代
の
人
物
は
、
高
海
鳳
・
侯
元
相
・
張
学
寛
（
県
の
衙
役
を
や
め
て
従
軍
、
起
身
し
て
千
総
に
な
っ
た
張
汝
揖
の
子
）
・

　
都
銀
寿
・
薫
東
昇
の
五
名
の
他
は
、
威
豊
十
年
の
「
濃
匪
犯
境
」
の
際
、
戦
死
し
た
団
勇
五
四
名
・
紳
民
一
四
二
名
の
姓
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
に
す

　
ぎ
な
い
。
多
少
の
事
蹟
が
記
さ
れ
て
い
る
高
海
鳳
ら
五
名
の
中
、
郷
紳
層
の
子
弟
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
明
の
総
兵
侯
良
柱
の
十
二
世
の
孫
に
あ
た
る

　
武
挙
人

（
一
八
四

六
年
）
侯
元
相
の
み
で
あ
る
。
彼
の
場
合
も
、
子
応
昌
が
父
の
戦
死
に
よ
っ
て
雲
騎
尉
を
世
襲
し
て
い
る
が
、
以
後
の
子
孫
の
消
息

　
　
農
　
　
　
民
　
　
　
農
民
佑
人
口
百
分
率

三
〇
、
三
四
〇
、
○
○
〇
　
　
五
八

　
　
第
三
位
　
　
　
　
　
　
第
十
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
八
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
九
位

二
五
、
八
七
一
、
三
〇
一
　
　
五
四

　
　
第
三
位
　
　
　
　
　
　
第
十
二
位

　
農
民
の

人
口

に
占
あ
る
比
率
は
、
つ
ぎ
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は

不
明
で
あ
る
。
割
股
（
一
名
）
・
大
年
（
五
名
）
・
寿
婦
（
五
名
）
・
義
夫
（
三
名
）
・
仙
釈
（
一
名
）
・
流
寓
（
二
名
）
の
各
項
に
登
載
さ
れ
た
人
物
に

　
つ
い
て

は
、
一
々
姓
名
を
あ
げ
て
検
討
す
る
の
を
省
略
し
た
が
、
た
と
え
ば
寿
婦
郵
王
氏
〔
例
贈
儒
林
郎
郵
坤
寿
の
妻
、
道
光
元
年
（
一
八
一
二
年
）

　
百
歳
卒
。
子
徳
芳
は
候
選
布
理
問
、
孫
邦
顕
は
歳
貢
生
・
県
志
（
一
八
＝
一
年
）
分
採
、
邦
品
は
抜
貢
生
（
一
八
＝
二
年
）
、
邦
直
は
附
生
・
県
志
（

　
一
八
三
九
年
）
校
閲
、
曽
孫
芝
山
は
附
生
・
県
志
（
一
八
三
九
年
）
校
閲
、
芝
龍
は
附
生
〕
の
場
合
、
以
後
の
子
孫
の
消
息
は
、
民
国
『
南
渓
県
志
』

　
に

何
等
の
記
述
も
な
く
不
明
で
あ
り
、
郡
氏
は
昔
日
の
面
影
を
失
い
没
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
そ
の
他
の
人
物
の
場
合
も
、
い
ず
れ
も

　
子
孫
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。

11
　
五
十
歳
で
生
員
と
な
っ
た
韓
爾
富
の
次
子
国
琳
は
、
父
爾
富
と
同
年
（
一
七
七
二
年
）
に
生
員
、
嘉
慶
一
五
年
（
一
八
一
〇
年
）
に
恩
貢
生
と
な
り
、

　
県
志

（
一
八

＝
一
年
）
の
編
輯
に
当
っ
て
い
る
。
国
琳
の
長
子
世
緒
は
歳
貢
生
で
一
八
二
四
年
卒
、
世
緒
の
孫
大
桂
（
九
歳
で
父
沢
溶
を
失
い
、
訓
蒙

　
自
給
）
は
妹
の
離
婚
訴
訟
を
あ
ぐ
っ
て
知
県
雷
爾
卿
と
争
い
、
一
時
、
生
員
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
た
が
、
光
緒
年
間
に
歳
貢
生
で
死
亡
。
韓
爾
富
の
子

　
孫
の
消
息
は
、
こ
の
よ
う
に
光
緒
年
間
ま
で
確
め
う
る
が
、
そ
れ
以
後
の
子
孫
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。

12
　
恩
貢
生
陳
宝
書
の
子
歌
光
・
煩
光
は
と
も
に
生
員
、
歌
光
の
子
芽
は
光
緒
年
間
の
歳
貢
生
、
荊
は
庫
生
で
あ
る
が
、
以
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。

13
　
抜
貢
生

（
一
八
二
五
年
）
羅
維
静
の
父
羅
仕
輔
は
嘉
慶
年
間
の
歳
貢
生
、
兄
維
謹
も
成
豊
年
間
の
歳
貢
生
、
子
粛
は
同
治
＝
二
年
（
一
八
七
四
年
）

　
の
進
士
で
江
西
省
高
安
県
・
上
高
県
知
県
・
嘉
定
府
教
授
を
歴
任
、
一
八
九
〇
年
卒
。
粛
の
子
敦
厚
・
敦
翰
（
生
員
）
・
敦
裕
の
事
蹟
、
及
び
以
後
の

　
子
孫
の
消
息
は
不
明
。

14
　
王
崇
本

「
包
楽
山
明
経
墓
表
」
（
民
国
「
南
渓
県
志
」
附
『
南
渓
文
徴
』
巻
三
所
収
）

15
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
一
　
輿
地
篇
第
一
　
壇
廟
寺
観
　
天
上
宮

16
　
前
掲
書
　
同
巻
　
城
市
。
包
鴻
は
、
漉
洲
閣
の
再
建
に
も
出
資
・
協
力
し
て
い
る
（
前
掲
書
　
同
巻
　
勝
蹟
　
漉
洲
閣
）
。

17
　
学
嵩
は
、
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
一
　
輿
地
篇
第
一
　
勝
蹟
　
映
南
塔
、
同
書
巻
三
　
選
挙
篇
第
六
　
科
挙
　
表
九
歳
貢
、
同
書
同
巻
同
篇
　
封

蔭
　
表
一
、
お
よ
び
前
掲
王
崇
本
「
包
楽
山
明
経
墓
表
」
で
は
学
嵐
（
字
は
楽
山
、
包
鴻
の
第
四
子
、
子
弟
は
宗
・
字
・
密
・
実
・
憲
の
五
子
）
と
記

さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
同
書
巻
五
　
人
士
篇
第
九
賢
良
に
は
、
学
嵩
（
字
楽
山
、
子
弟
は
六
子
と
あ
り
寛
を
加
え
て
い
る
）
と
し
て
列
伝
を
た
て
て

　
い
る
。
前
掲
『
南
渓
文
徴
』
巻
一
　
に
は
、
包
寛
の
孫
汝
譜
に
よ
る
叔
父
欣
芳
の
伝
記
「
叔
父
雲
果
公
行
述
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
曽
祖
鴻
、
祖
富
嵩
、

本
生
祖
学
嵩
、
考
寛
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
、
近
親
者
汝
譜
の
記
述
に
従
っ
た
。

18
　
前
掲
包
汝
譜

「
叔
父
雲
泉
公
行
述
」
。
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
　
賢
良
　
包
汝
雲
。

19
　
註
1
参
照
。
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20
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
　
善
行
　
明
　
張
継
宗
。
同
書
巻
三
　
選
挙
篇
第
六
　
科
挙
　
表
二
　
挙
人
に
は
、
張
沖
・
張
翅
の
二
人

　
の
名
前
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
同
表
の
附
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
人
は
、
『
張
氏
家
乗
』
に
そ
れ
ぞ
れ
万
暦
・
崇
禎
年
間
の
挙
人
と
記
さ
れ
て
い
る

　
が
、
『
四
川
通
志
』
に
は
名
前
が
あ
が
っ
て
い
な
い
た
め
、
表
に
は
登
載
し
な
か
っ
た
と
あ
り
、
果
し
て
挙
人
で
あ
っ
た
か
、
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。

21
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
四
　
礼
俗
篇
第
八
下
　
風
俗
　
氏
族
　
四
区
、
張
学
麗
「
張
氏
家
譜
序
例
」
（
前
掲
『
南
渓
文
徴
』
巻
一
所
収
）

22
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
　
賢
良
　
張
瑳

23
　
註
2
1
参
照

24
　
註
－
参
照

25
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
六
　
列
女
篇
第
十
　
節
に
、

　
「
温
興
偉
妻
李
氏
　
増
生
以
奎
母
、
年
二
十
三
夫
故
守
節
、
卒
年
四
十
八
歳
、
」

　
と
あ
る
の
が
、
温
興
偉
に
ふ
れ
た
唯
一
の
記
述
で
あ
る
。

26
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
六
　
列
女
篇
第
十
　
節
に
は
、

　

「
王
大
祥
妻
包
氏

庫
生
宗
之
女
、
増
生
家
珍
之
母
、
年
二
十
六
夫
故
、
矢
志
撫
孤
、
卒
能
発
名
成
業
、
孫
五
人
、
声
和
・
声
璽
・
声
宴
均
有
声
畳

　
序
、
…
…
」

　
と
あ
り
、
祖
父
家
珍
の
母
は
、
包
学
嵩
の
長
子
宗
の
女
で
あ
る
。

27
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
六
　
列
女
篇
第
十
　
節
に
は
、

　

「
董
恒
恭
妻
劉
氏
　
思
誠
母
、
年
二
十
三
夫
故
守
節
、
卒
年
六
十
二
、
孫
整
庚
午
科
挙
人
、
釜
痒
生
、
曽
孫
清
滅
亦
痒
生
、
学
使
何
紹
基
以
棟
節
延
旗

　
旋
其
閻
、
」

　
と
あ
る
。

28
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五
　
人
士
篇
第
九
　
公
益
　
顧
朝
禎

29

a
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
六
　
列
女
篇
第
十
　
節
に
、

　

「
顧
代
訓
妻
盧
氏
　
摩
生
正
洪
母
、
年
二
十
余
夫
故
、
矢
志
撫
孤
、
長
正
洪
庫
生
、
次
正
海
善
居
積
、
長
孫
朝
鈎
・
曽
孫
廷
漕
皆
有
声
曇
序
、
氏
持
家

　
勤
倹
、
卒
年
六
十
四
、
」

　

「
顧
正
昭
妻
蓑
氏
　
正
曜
妻
周
氏
、
蓑
氏
国
嘉
女
、
年
十
八
夫
故
無
出
、
善
事
祖
姑
翁
姑
、
後
夫
弟
正
曜
生
子
朝
洲
、
甫
弥
月
、
奉
翁
元
佐
命
出
継

　
之
、
重
大
宗
也
、
氏
以
養
以
教
至
於
成
名
、
朝
洲
已
酉
抜
貢
、
朝
考
以
州
判
用
、
周
氏
太
学
生
慶
雲
女
、
朝
洲
本
生
母
、
年
二
十
一
帰
正
曜
、
旋
以
家

　
遭
重
劔
、
県
令
抑
之
、
正
曜
挺
身
上
訴
被
械
帰
、
齎
恨
而
没
、
氏
矢
志
柏
舟
、
奉
重
韓
以
孝
聞
、
事
姐
氏
礼
貌
有
加
、
家
政
同
肩
、
橘
書
共
課
、
以
子
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朝
洲
貴
与
衰
氏
同
受
五
品
、
封
旋
表
節
孝
建
坊
干
長
興
場
較
場
虜
、
」

　

「
顧
劉
氏
、
劉
家
場
人
、
宇
廷
妻
、
摩
生
朝
章
母
、
治
家
有
道
、
礼
法
可
風
、
現
年
九
十
一
、
」

　
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
四
　
礼
俗
篇
第
八
下
　
風
俗
　
氏
族
　
二
区
に
、

　

「
顧
氏
、
当
威
同
時
、
自
城
達
仙
臨
場
、
足
不
履
他
姓
地
、
其
族
為
文
武
生
者
数
人
、
有
地
師
、
相
其
墓
日
、
与
我
金
、
易
其
簡
、
中
必
畳
隻
、
信
之
、

　
其
後
同
入
文
武
痒
者
、
代
沢
・
代
璽
・
努
芳
・
滴
芳
・
正
郷
・
正
型
・
朝
鈎
・
朝
洲
・
朝
槙
・
朝
楷
・
朝
敏
・
廷
澄
、
均
両
人
同
榜
、
亦
異
事
也
、
」

29
b
　
南
渓
県
の
科
挙
合
格
者
を
、
道
光
三
〇
年
（
一
八
五
〇
年
）
以
前
の
約
二
世
紀
間
と
威
豊
元
年
（
一
八
五
一
年
）
以
降
の
約
半
世
紀
間
と
に
わ
け

　
て
み

る
と
、
成
豊
以
降
に
な
っ
て
科
挙
合
格
者
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
彼
等
科
挙
合
格
者
に
つ
い
て
、
先
祖
・
子
孫
の
事
蹟
・
消

　
息
を
検
討
し
て
も
、
本
文
と
同
様
の
結
論
に
到
達
す
る
が
、
一
々
検
討
の
煩
を
さ
け
て
合
格
者
数
の
み
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
進
士
五
名

　

（
一
名
・
四
名
）
、
挙
人
四
二
名
（
二
〇
名
・
二
二
名
）
、
恩
賜
挙
人
五
名
（
一
名
・
四
名
）
、
恩
貢
二
七
名
（
合
格
年
次
不
明
）
、
抜
貢
一
九
名
（
二
二

　
名
・
六
名
）
、
優
貢
四
名
（
零
名
・
四
名
）
、
副
貢
六
名
（
四
名
・
二
名
）
、
歳
貢
一
五
一
名
（
一
〇
二
名
・
四
九
名
）
。
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三
　
選

　
挙
篇
第
六
　
科
挙
に
よ
る
。

30
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
財
賦
篇
第
三
　
糖
税
の
該
当
部
分
を
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　

「
清
光
緒
三
十
四
年
、
川
督
趙
爾
巽
蕎
済
辺
蔵
軍
餉
、
奏
准
於
資
州
設
糖
損
正
局
、
産
糖
州
県
、
分
設
局
所
、
由
省
経
徴
総
局
委
員
稽
徴
、
井
筋
地
方
官

　
協
辮
、
南
渓
設
南
長
江
糖
税
分
局
、
局
駐
県
城
、
局
長
王
樹
椀
調
査
、
県
属
漏
糖
（
買
糖
之
一
巳
得
一
百
五
十
八
家
、
糖
房
（
代
摘
糖
戸
）
得
三
百
七
十

　
二
家
、
是
年
開
徴
、
毎
勧
糖
税
銭
四
文
、
計
産
糖
九
百
七
十
二
万
勧
、
収
税
銭
三
万
八
千
八
百
八
十
釧
、
惟
事
属
創
辮
、
郷
民
不
譜
章
程
、
動
罹
禁

網
、
而
司
丁
等
因
縁
為
姦
、
需
索
留
難
、
横
加
拘
罰
（
原
章
載
愉
漏
糖
勧
五
倍
処
罰
、
経
手
自
蝕
十
倍
処
罰
）
、
商
農
骸
愕
、
畏
如
鬼
神
、
事
後
被
拘

罰
者
、
憤
而
閉
棚
歓
業
、
鋤
滅
庶
種
、
指
為
不
祥
、
由
是
糖
区
鋭
減
、
宣
統
二
年
、
産
糖
額
五
百
万
勧
、
僅
収
銭
二
万
釧
、
民
国
初
、
長
寧
糖
税
劃
帰

該
県
徴
収
局
代
辮
、
易
名
南
江
糖
税
分
局
、
於
李
荘
鎮
設
臨
時
分
十
、
五
年
改
毎
勧
徴
銀
四
星
、
其
時
漏
糖
僅
存
三
十
五
家
、
糖
房
僅
存
一
百
四
十
二

家
、
歳
産
糖
額
僅
三
百
余
万
勧
、
加
以
易
銭
為
銀
、
税
率
益
増
、
産
区
日
隣
、
旋
奉
四
川
財
政
庁
令
筋
報
解
税
款
、
以
清
宣
統
二
年
為
比
較
、
否
則
記
過

撤
職
、
由
是
局
長
勒
令
糖
房
、
自
開
摘
之
日
始
、
隻
摘
昼
夜
班
、
毎
日
以
六
百
五
十
勧
為
標
準
、
単
摘
以
四
百
勧
為
標
準
、
即
出
糖
無
多
、
亦
令
照
数

補
足
、
籍
敷
解
額
、
農
民
不
堪
其
擾
、
種
庶
愈
稀
、
十
年
、
永
寧
道
骨
ノ
以
歳
収
不
足
、
令
按
旺
淡
月
扮
、
分
灘
提
解
、
旺
月
銀
六
百
円
、
淡
月
銀
四
百

円
、
於
是
歳
解
銀
六
千
円
、
近
年
二
十
四
軍
軍
司
令
部
令
為
包
案
、
歳
由
局
認
解
税
銀
七
千
二
百
円
、
以
此
推
之
、
歳
産
糖
税
不
及
二
百
万
勧
、
較
之

光
緒
末
年
、
僅
存
百
分
之
二
十
而
已
、
」

31
　
周
詞
『
蜀
海
叢
談
』
巻
一
　
制
度
類
上
　
各
庁
州
県
　
南
渓
県
知
県

32
　
周
詞
前
掲
書
　
同
巻
　
南
川
県
知
県
。
章
麟
書
総
纂
『
重
修
南
川
県
志
』
巻
四
之
一
　
食
貨
　
清
朝
田
賦
（
甲
）
地
丁
・
契
税
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39　38　37　36　35　34　33

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

呉
徳
準
等
纂
『
達
県
志
』
（
民
国
二
二
年
刊
）

き欝§㌶
曽
鶴
齢

洪
有
信

高
瑞
芝

温
汝
禧

徐
家
瑞

官
政
門
　
民
職

　
　
「
糧
賦
之
輸
、
春
開
徴
而
秋
冬
完
畢
、
此
定
例
也
、
旧
砥
地
丁
日
糧
、
威
同
以
来
、
始
有
津
貼
・
損
輸
、
毎
年
孟
春
、
県
官
折
束
延
城
郷
紳
書
議
糧
、

遇
閏
、
則
略
増
、
惟
正
糧
・
津
貼
為
然
、
而
損
輸
無
定
額
、
多
寡
派
自
省
署
、
前
与
津
貼
分
設
局
、
自
改
設
経
徴
、
則
混
合
而
為
一
　
、
旧
有
包
撹
上

糧
者
、
日
糧
販
、
毎
値
開
徴
之
時
、
糧
販
預
先
措
備
銀
数
百
金
、
撤
納
於
櫃
、
以
為
圧
金
、
於
是
指
定
某
保
某
甲
井
其
都
場
之
花
戸
所
有
串
票
、
悉
行

裁
圧
、
且
約
以
後
上
銀
取
票
、
即
有
花
戸
親
身
投
櫃
完
納
者
、
不
得
擾
票
以
去
、
而
為
櫃
書
者
、
楽
糧
販
之
踵
躍
、
図
手
続
之
省
便
、
敦
不
楽
於
将
事

　
也
哉
、
至
損
輸
、
向
由
富
紳
預
塾
、
取
利
最
厚
、
徴
額
較
正
糧
加
数
倍
、
而
花
民
更
須
託
糧
販
代
完
、
在
富
家
以
専
丁
赴
櫃
、
則
往
来
之
費
用
殊
多
、

　
既
有
代
完
之
人
、
而
我
僅
略
酬
辛
労
、
亦
属
計
之
得
者
、
其
在
貧
乏
之
戸
、
値
青
黄
不
接
之
時
、
深
灌
追
呼
、
以
為
糧
販
代
完
、
則
取
償
之
時
日
或
寛
、

拒
知
糧
販
握
票
在
手
多
一
日
即
多
一
日
之
利
、
若
久
不
取
票
、
必
至
串
通
糧
差
、
鎖
押
勒
索
、
不
倍
荏
不
止
也
、
若
夫
塾
糧
之
差
、
其
貧
酷
尤
甚
、
毎

年
撤
櫃
之
後
、
必
有
若
干
小
戸
施
欠
不
完
者
、
則
悉
由
差
役
塾
緻
、
櫃
書
割
票
与
之
、
差
役
下
郷
、
詞
知
為
某
某
之
糧
、
而
拘
而
執
之
、
鎖
而
辱
之
、

索
取
之
金
銭
、
恒
超
正
数
什
伯
以
上
、
其
他
開
錬
有
費
、
口
案
有
費
、
輿
馬
鞍
脚
又
有
費
、
一
任
其
剥
削
敲
詐
、
而
莫
敢
誰
何
、
国
課
荷
不
早
完
、
其

受
害
乃
至
於
此
、
清
末
、
又
有
鉄
路
租
損
、
幸
取
之
有
田
之
家
、
而
未
及
貧
民
、
然
塾
糧
之
弊
、
固
愈
出
而
愈
烈
也
、
」
（
前
掲
民
国
『
達
県
志
』
巻
九

礼
俗
門
　
風
俗
）

40
　
劉
貞
安
等
纂
『
雲
陽
県
志
』
（
民
国
二
四
年
刊
）
巻
九
　
財
賦
　
損
輸

41
　
民
国
『
南
川
県
志
』
巻
四
之
一
　
食
貨
　
清
代
田
賦
　
　
（
甲
）
地
丁

銘
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
財
賦
篇
第
三
　
田
賦

43
　
民
国
『
達
県
志
』
巻
九
　
礼
俗
門
　
風
俗

44
　
清
末
、
四
川
の
局
と
局
紳
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
小
野
信
爾
氏
の
左
記
の
論
稿
を
参
照
。
小
野
信
爾
「
四
川
東
郷
蓑
案
始
末
－
清
末
農
民
闘
争
の

　
一
形
態
1
」
（
『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
七
三
年
三
月
刊
、
所
収
）

45
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三
　
教
育
篇
第
七
　
城
郷
初
級
小
学
校

46
　
民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二
　
財
賦
篇
第
三
　
花
生
市
称
損
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56　55　54　53　52　51　50　49　48　4769　68　67　66　65　64　63　62　61　60　59　58　57

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
第
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
一

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

治
制
篇
第
二

治
制
篇
第
二

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

輿
地
篇
第
一

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

公
益
事

業
杢
閣

公
益
事
業
　
書
院
膏
火
局
、
同
書
同
巻
同
篇
　
治
績
彙
紀
　
命
昌
言

文

学
董
清
峻

賢
良
　
董
鎮

賢
良
　
薫
集
和

壇
廟
寺
観
　
孔
子
廟
、
同
書
同
巻
　
勝
蹟
　
寄
参
別
錘
、
同
書
巻
二
　
教
育
篇
第
七
　
書
院
。

賢
良
　
萬
姓

死
事

青
文
玉

死
事
　
青
文
玉
　
附
潟
宗
藩

　
梅
吉
養
「
回
憶
辛
亥
革
命
達
県
的
情
景
」
（
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
第
三
集
、

華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
三
一
六
ー
一
八
頁
）

　
前
註

5
6
、
お
よ
び
民
国
『
達
県
志
』
巻
二
〇
　
紀
事

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
二

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
三

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

前
註
6
6
参
照

民
国
『
南
渓
県
志
』
巻
五

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

治
制
篇
第
二

人
士
篇
第
九

人
士
篇
第
九

武
備
篇
第
五

武
備
篇
第
五

武
備
篇
第
五

武
備
篇
第
五

人
士
篇
第
九

賢
良
　
董
鎮

公
益
　
顧
朝
槙

治
績
彙
紀
　
民
国
鍾
宝
華

死
事

民

国
李
進
山

死
事
　
民
国
李
進
山
附
李
紹
笏
、
張
天
象
附
兼
芝
富
等
、
余
泌
之
、
張
天
鋭
。

保
甲
団
練
、
同
書
　
巻
五
　
人
士
篇
第
九
賢
良
　
萬
姓

兵
事
　
附
民
国
以
来
県
城
駐
軍
表
、
同
書
同
巻
同
篇
　
保
甲
団
練

保
甲
団
練

保
甲
団
練
　
民
国
一
七
年
の
条

死
事
　
洪
有
信

人
士
篇
第
九
死
事
　
顧
朝
楷
、
お
よ
び
前
註
6
6
参
照
。

中
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70
　
前
註
6
6
参
照

71
　
前
註
6
6
参
照

72
　
頼
健
侯

「
叙
州
府
独
立
和
潰
軍
侵
占
川
南
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
二
八
三
1
八
六
頁
）

73
　
但
懲
辛
「
四
川
辛
亥
革
命
親
歴
記
」
・
陳
日
剛
「
大
足
同
志
軍
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
二
六
－
四
一
頁
・
二
五
八
ー
七
一
頁
）
、
向
楚

　
等
纂
『
巴
県
志
』
（
民
国
二
八
年
刊
）
巻
二
二
　
蜀
軍
革
命
始
末

74
　
向
楚
遺
稿
「
重
慶
蜀
軍
政
府
成
立
親
歴
記
」
・
楊
西
舟
「
自
井
辛
亥
反
正
見
聞
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
七
四
ー
九
八
頁
・
二
三
九
ー
四

　
一
頁
）
、
「
周
鴻
勲
事
略
」
（
『
蜀
中
先
烈
備
徴
録
』
所
収
、
周
開
慶
編
著
『
民
国
四
川
人
物
伝
記
』
、
一
九
六
六
年
、
三
〇
頁
転
載
）

75
　
但
懲
辛
「
四
川
辛
亥
革
命
親
歴
記
」
・
黄
遂
生
「
同
盟
会
在
四
川
的
活
動
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
二
六
－
四
一
頁
・
＝
一
九
ー
四
一
頁
）
、

前
掲
向
楚
等
纂
『
巴
県
志
』
巻
二
二
　
蜀
軍
革
命
始
末
、
張
開
文
等
纂
『
合
江
県
志
』
（
民
国
一
八
年
刊
）
巻
三
　
武
備
篇
第
五
、
宋
曙
等
纂
『
叙
永

県
志
』
（
民
国
二
二
年
刊
）
巻
三
　
人
物
篇
第
三
　
革
命
先
烈
　
黄
方
、
周
開
慶
編
著
『
四
川
与
辛
亥
革
命
』
（
一
九
六
四
年
）
二
八
七
－
九
九
頁
。

76
　
李
侃
桁

「
随
唐
継
尭
入
蛤
憶
事
五
則
」
（
前
掲
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
四
〇
一
ー
五
頁
）

77
　
張
彰
年
「
貴
州
辛
亥
革
命
的
前
前
后
后
」
・
兼
子
有
「
貴
州
自
治
学
社
和
憲
政
会
的
闘
争
」
（
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
三
、
四
三
九
－
五
二
頁
・
四
五

　
三
ー
六
五
頁
）


